
6 月は食育月間
食べるって楽しいね
（奥野田保育所） 6

2 0 2 5

No.236

6
2 0 2 5

No.236

※
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。（
土・
日・
祝
日
を
除
く
午
前
8時
30
分
～
午
後
5時
15
分
）

〒
40
4-
85
01

 山
梨

県
甲

州
市

塩
山

上
於

曽
10
85

番
地
1 　

☎
05
53

-3
2-
21
11
　

℻
05
53

-3
2-
18
18
　

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

ア
ド

レ
ス

／
ht
tp
s:
//
w
w
w
.c
ity
.k
os
hu
.y
am

an
as
hi
.jp
　

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
／

in
fo
@
ci
ty
.k
os
hu
.y
am

an
as
hi
.jp

発行／令和7年6月1日
編集／甲州市役所 政策秘書課 秘書・広聴広報担当

人
口

 2
8,
87
3 人

（
-1

9）
  男

 1
3,
97
6 人

（
-1

2）
  女

 1
4,
89
7 人

（
-7

）   
世
帯
数

 1
3,
08
1 世

帯（
+

4）
20
25

.5
.1

現
在

 （　
）内

は
前

月
比

広報誌をスマートフォンや 
タブレットで

■やまなし森の印刷紙
この印刷紙には、山梨県有林からの木材が
使用されています。

人
口
と
世
帯

有 料 広 告

 甲
州

市
教

育
委

員
会

 生
涯

学
習

課
 社

会
教

育
担

当
☎

32
-5

09
7　

32
-5

17
2

ks
-s

ei
jin

20
26

@
ci

ty
.k

os
hu

.y
am

an
as

hi
.jp

選
ぶ
、楽
し
さ
。

昭
和
堂

創
業
99
年
昭
和
堂

☎ 甲州
市
塩
山
下
於
曽
15
41
-1
（塩

山バ
イパ

ス通
り）

定
休
日
　
水
曜

営
業
時
間
　
10
：0
0～
19
：0
0

P
有

有 料 広 告

子
ど

も
か

ら
大

人
ま

で
ど

な
た

で
も

O
K!

 記
念

に
素

敵
な

ス
マ

イ
ル

を
掲

載
し

て
み

ま
せ

ん
か

？

甲
州
市
に

あ
ふ
れ
る
笑ス
マ
イ
ル 顔

大
募
集
！

み
ん
な
の

ス
マ
イ
ル

s
m

i
l

e
*

お
姉

ち
ゃ

ん
だ

ー
い

す
き
♥

こ
れ

か
ら

も
姉

弟
仲

良
く

ね
(^

-^
)

（
柚

葉
ち

ゃ
ん

・
傑

ち
ゃ

ん（
上

井
尻

））

 政
策

秘
書

課
　

秘
書

・
広

聴
広

報
担

当
　

☎
32

-5
06

3

申
込

み
は

こ
ち

ら

有 料 広 告有 料 広 告

有 料 広 告

令
和
8年

「
甲
州
市
2は

た
ち 0歳
の
出た
び
だ
ち 発
」開
催
に
つ
い
て

■
日
　
時

 
令

和
8年

1月
11

日（
日

）
■
受
　
付

 
午

後
0時

30
分

～
■
開
　
式

 
午

後
1時

30
分

～
■
対
象
者

 
平

成
17

年
4月

2日
～

平
成

18
年

4月
1日

生
ま

れ
の

方
 

（
20

05
年

4月
2日

～
20

06
年

4月
1日

）
■
会
　
場

 
甲

州
市

民
文

化
会

館
 ホ

ー
ル

　
甲

州
市

塩
山

上
塩

後
24

0
※

現
在

市
外

に
転

出
し

て
い

る
方

で
、「

甲
州

市
20

歳
の

出
発

」に
出

席
し

た
い

方
は

、
10

月
10

日（
金

）ま
で

に
問

い
合

わ
せ

先
ま

で
ご

連
絡

を
お

願
い

し
ま

す
。

令
和
8年

「
甲
州
市
2は

た
ち 0歳
の
出た
び
だ
ち 発
」実
行
委
員
を
募
集
し
ま
す
！

★
★
★
20
歳
の
思
い
出
に
★
★
★

　
甲

州
市

で
は

、毎
年

、そ
の

年
の

対
象

者
の

中
か

ら
実

行
委

員
を

募
集

し
、実

行
委

員
が

当
日

の
運

営
を

行
っ

て
い

ま
す

。
　

式
典

の
運

営（
司

会
・

二
十

歳
の

抱
負

発
表

な
ど

）を
行

っ
て

み
た

い
方

は
申

し
込

み
先

ま
で

、電
話

、メ
ー

ル
ま

た
は

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

て
ご

応
募

く
だ

さ
い

。
※

メ
ー

ル
の

場
合

は
、氏

名
、生

年
月

日
、住

所
、連

絡
先

、出
身

中
学

校
を

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

■
募
集
人
数

 
10

名
程

度
■
内
　
　
容

 
実

行
委

員
顔

合
わ

せ
、当

日
の

流
れ

確
認（

前
年

度
の

映
像

）、
各

役
割

の
内

容
説

明
、

役
割

の
決

定（
実

行
委

員
長

・
副

実
行

委
員

長
な

ど
）、

BG
M

の
選

定
、し

お
り

作
成

な
ど

※
当

日
ま

で
に

数
回

行
う

予
定

で
す

。
な

お
、

1月
10

日（
土

）に
前

日
リ

ハ
ー

サ
ル

を
行

い
ま

す
。

■
募
集
期
間

 
6月

2日
（

月
）～

7月
31

日（
木

）



甲
州
市
区
長
会（
敬
称
略
）

〈 

塩
山
地
域 

〉

千
野
上
区	

小
川
　壮
一

千
野
下
区	

古
屋
　俊
明

上
東
区	

鶴
田
　武
治

町
屋
区	

後
藤
　壽
昭

上
西
区	

筒
井
　好
澄

中
央
区	

小
倉

　孝
三

下
東
区	

鶴
田

　純
夫

下
中
区	

加
山

　大
洋

下
西
区	

廣
瀬

　猛
弘

上
塩
後
区	

向
山

　光
一

上
塩
後
団
地
区	

斎
藤

　カ
ヨ

下
塩
後
区	

広
瀬

　新
一

下
於
曽
東	

松
木

　
　茂

下
於
曽
西
区	

土
屋

　
　武

赤
尾
区	

橘
田

　
　武

下
萩
原
区	

菊
島

　逸
郎

北
牛
奥
区	

笹
原

　正
廣

熊
野
区	

長
瀬

　静
男

西
広
門
田
区	

三
科

　
　修

花
園
区	

中
村

　幸
男

中
萩
原
第
一
区	

筒
井

　孝
広

中
萩
原
第
二
区	
萩
原

　達
男

中
萩
原
第
三
区	
廣
瀬

　一
彦

上
粟
生
野
区	
三
枝

　
　実

下
粟
生
野
区	

田
邉

　良
二

上
萩
原
下
切
区	

矢
﨑

　重
基

上
萩
原
上
切
下
区	

古
屋

　
　睦

上
萩
原
上
切
上
区	

雨
宮

　由
朗

下
小
田
原
区	

田
邉

　友
宏

上
小
田
原
区	

矢
崎

　好
光

裂
石
区	

舘
　
　正
彦

一
ノ
瀬
高
橋
区	

田
邉

　孝
雄

下
竹
森
区	

小
川

　安
正

上
竹
森
区	

中
村

　勝
久

福
生
里
区	

坂
下
　裕
治

平
沢
区	

田
村
　
　剛

上
井
尻
区	

靏
田
　圭
吾

三
日
市
場
下
区	

天
野
　
　弘

三
日
市
場
上
区	

小
島
　春
仁

小
屋
敷
区	

武
井
　秀
樹

藤
木
区	

町
田
　
　博

下
柚
木
区	

岡
部
　武
仁

　
〈 

勝
沼
地
域 

〉

勝
沼
1
区	

福
井
十
三
夜

勝
沼
2
区	

土
屋

　福
男

勝
沼
3
区	

小
宮
山
哲
雄

勝
沼
4
区	

上
野

　芳
隆

勝
沼
5
区	

阪
本

　辰
彦

勝
沼
6
区	

小
川

　正
樹

勝
沼
7
区	

河
野

　
　力

勝
沼
8
区	

金
丸

　孝
宏

勝
沼
9
区	

上
矢

　福
茂

勝
沼
10
区	

小
野

　直
人

勝
沼
11
区	

柳
場

　久
和

勝
沼
12
区	

山
縣

　重
人

勝
沼
13
区	

三
枝

　宣
博

勝
沼
14
区	

小
池

　
　廣

祝
1
区	

石
原

　一
行

祝
2
区	

辻
　
　
　学

祝
3
区	

奥
村

　哲
司

祝
4
区	

雨
宮

　泰
彦

祝
5
区	

志
村

　良
仁

祝
6
区	

山
本

　一
之

祝
7
区	

髙
橋

　文
哉

祝
8
区	

佐
藤

　洋
樹

祝
9
区	

石
原

　泰
男

祝
10
区	

叶
　
　歩
美

東
雲
1
区	

山
本

　
　貢

東
雲
2
区	

平
山

　大
河

東
雲
3
区	

風
間

　治
久

東
雲
4
区	

中
野
　浩
次

東
雲
5
区	

鷹
野
　孝
二

東
雲
6
区	

金
子
　洋
一

東
雲
7
区	

辻
　
　秀
雄

東
雲
8
区	

小
笠
原
克
也

東
雲
9
区	

大
澤
　高
男

東
雲
10
区	

飯
高
　和
昌

東
雲
11
区	

三
科
　
　正

東
雲
12
区	

鈴
木

　桂
一

東
雲
13
区	

安
間

　一
彦

東
雲
14
区	

西
岡

　英
美

東
雲
15
区	

原
　
　俊
次

菱
山
1
区	

内
田

　俊
彦

菱
山
2
区	

三
森

　公
仁

菱
山
3
区	

鈴
木

　光
将

菱
山
4
区	

内
田

　伸
一

菱
山
5
区	

奥
山

　敏
夫

菱
山
6
区	

武
井

　芳
一

菱
山
7
区	

青
柳

　秀
和

菱
山
8
区	

佐
藤

　政
浩

菱
山
9
区	

野
田

　裕
子

菱
山
10
区	

安
齋

　和
弘

〈 

大
和
地
域 

〉

天
目
区	

佐
藤

　
　学

田
野
区	

平
山

　
　武

水
野
田
区	

平
山

　重
久

丸
林
区	

野
澤

　
　学

古
部
区	

小
林

　勝
俊

宮
本
区	

石
田

　政
輝

日
影
区	

佐
藤

　勝
夫

鶴
瀬
区	

佐
藤

　照
幸

共
和
区	

佐
藤

　次
夫

 

総
務
課 

行
政・危
機
管
理
担
当

　☎
32
‐
5
0
4
1

よろしくお願いします

　地方自治法第243条の3ならびに「甲州
市の財政状況の作成及び公表に関する条
例」に基づき、令和7年3月末現在における
本市の財政状況を公表します。

公営事業の経理の概況

水道事業
項　目 金　額
営業収益 3億2,288万5千円
営業外収益 2億5,818万8千円
営業費用 5億1,773万6千円
営業外費用 5,446万4千円

下水道事業
項　目 金　額
営業収益 1億4,599万1千円
営業外収益 2億6,124万7千円
営業費用 4億3,812万1千円
営業外費用 3,882万円

勝沼ぶどうの丘事業
項　目 金　額
営業収益 3億2,051万8千円
営業外収益 990万3千円
営業費用 3億6,542万6千円
営業外費用 0円

勝沼病院事業
項　目 金　額
医業収益 0円
医業外収益 2,332万6千円
医業費用 2,076万3千円
医業外費用 236万5千円

（令和7年3月31日現在）
財産、基金及び出資金の状況

土　地 1,914,675㎡
建　物 183,728㎡
基　金 78億1,850万6千円
出資金 1億9,782万5千円

（令和7年3月31日現在）

住民負担の状況
※令和6年度分として収入を見込んだ市税等の額

市税等の内訳 金額
市民税（個人分） 14億1,388万円
市民税（法人分） 1億4,868万8千円
固定資産税 20億3,835万4千円
都市計画税 1億3,546万1千円
軽自動車税 1億6,138万5千円
市たばこ税 1億9,832万6千円
入湯税 1,472万4千円

国民健康保険税 9億5,317万5千円

（令和7年3月31日現在）

令和6年10月1日から令和7年3月31日までの会計別収支の状況
会計名 歳入 歳出 差引額

一般会計 109億2,341万8千円 103億8,831万4千円 5億3,510万4千円
国民健康保険事業 22億7,024万7千円 25億4,304万6千円 △2億7,279万9千円
診療所事業 1,705万3千円 3,251万5千円 △1,546万2千円
後期高齢者医療 4億8,118万9千円 4億3,784万4千円 4,334万5千円
介護保険事業 15億8,356万6千円 18億6,098万7千円 △2億7,742万1千円
居宅介護予防支援事業 685万8千円 1千円 685万7千円
大藤財産区 443万3千円 331万1千円 112万2千円
神金財産区 575万2千円 281万8千円 293万4千円
萩原山財産区 456万7千円 370万9千円 85万8千円
竹森入財産区 203万8千円 42万円 161万8千円
岩崎山保護財産区管理会 29万9千円 23万円 6万9千円

（令和7年3月31日現在）

※「△」はマイナスを表します

 財政課 財政担当　☎32-5060

財政状況の公表
甲州市の

市債及び一時借入金の現在高
※一般会計、特別会計、企業会計の合計

市　　　債	 266億6,601万2千円
一時借入金	 0円

（令和7年3月31日現在）

４月23日、勝沼市民会館において、区長会定期総会が開催されました。

　地域と行政のパイプ役である区長の方々を紹介します。

2令和 7 年 6 月33 広報こうしゅう広報こうしゅう



山梨県男女共同参画推進月間！6月は

　県では、県民や事業者が男女共同参画への関心と理解を深め、積極的に男女共同参
画の推進に関する活動を行う意欲を高めるため、毎年6月を男女共同参画推進月間と
しています。

　国では毎年6月23日〜29日を男女共同参画推進週間として、キャッチフレーズを
全国から募集し、今年度は「誰でも、どこでも、自分らしく」のキャッチフレーズのも
と、さまざまな取組を通じ、男女共同参画社会法の目的や基本理念について理解を深
めることを目指しています。

市では、推進月間に合わせて啓発用の展示、啓発活動を行います！
みなさんも一緒に、誰もが自分らしく生きることのできる社会の実現につ

いて、この機会に考えてみませんか？

「誰でも、どこでも、自分らしく」
（令和7年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ）

 市民課 市民協働推進担当　☎32-5583 市民課 市民協働推進担当　☎32-5068

　お互いを人生のパートナーとして、相互に協力し合う関係であることを宣誓した一方または双方が性
的少数者であるお二人に対して、甲州市が宣誓書受領証等を交付する制度です。
　市では、令和3年12月1日、すべての市民が多様な性を認め合い、個人が尊重され、誰もが自分らしく生
きることができる地域社会の実現を目指し「甲州市パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。
　令和5年11月、「甲州市パートナーシップ宣誓制度」第1号となるカップルにパートナーシップ宣誓書
受領証等交付式を行いました。
　これからも多様な性を認め合い、誰もがいきいきと自分らしく生きることができる地域社会の実現を
目指して取り組みを続けてまいります。

甲州市の取り組み ～パートナーシップ宣誓制度 導入～

　6月はLGBTQ+の人々の権利を啓発し、多様性を尊重する社会
を築くための活動が行われる期間です。
　6色のレインボーフラッグがプライド月間の象徴とされてお
り、この6色は性の多様性を表しています。

「プライド月間」とは？ 生命（赤色）
癒し（橙色）
太陽（黄色）
自然（緑色）
平穏と調和（青色）
精神（紫色）

6月はプライド月間“性的少数者の人権を守る運動月間”です！

　「LGBTQ＋」は、性的少数者を表す総称の1つで、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェン
ダーなどの性的少数者の頭文字をとっています。

性 の 多 様 性 に つ い て ～「LGBTQ+」とは～

こころの性が
女性、好きに
なるのも女性
【女性同性愛者】

L
Lesbian Gay Bisexual Transgender Questioning Plus

男性も女性も
好きになる人
【両性愛者】

B
からだの性と
こころの性が
一致しない人

T
こころの性が
男性、好きに
なるのも男性
【男性同性愛者】

G
性自認や性的
指向を決めら
れない、迷っ
ている人

Q
LGBTQに包含
されない性的
少数者

+

　性的少数者（セクシャルマイノリティ）を理解・支援する人のことをアライと言います。
「仲間」や「味方」を意味する「ally」から由来しています。アライに明確な定義や基準はあ
りません。まずは性の多様性について正しく理解することから始めてみませんか？

あ な た も 今 日 か ら A l l y ( ア ラ イ ) に ！

　男性であっても、女性であっても、社会的・文化的に作られた性別（ジェンダー）に縛られています。お
互いおかしいと思うことは話し合い、改善していくことで誰もが自分らしく生きられる男女共同参画社
会の実現につながります。
　「男は仕事、女は家庭」といった性別役割分業を問い直し、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分
に発揮できる社会を作るためには、甲州市に暮らす一人ひとりの意識改革が大切です。

男女共同参画社会を目指して

　「ジェンダー」とは、男女の生き方、役割など「こ
うあるべき」「こうあるのが自然」というように、
社会のなかで共有されてい
る考え方や価値観から作
られた「社会的・文化的な性
別」のことです。

ジェンダーって？
　みなさんは、無意識のうちに「男だから、女だか
ら」という固定観念にとらわれていませんか？
　男女共同参画社会とは、そう
いった意識や慣習にとらわれ
ず、誰もがそれぞれの個性と能
力を十分に発揮し、あらゆる分
野で協力し合い、自分らしく輝
ける社会のことをいいます。

男女共同参画って？
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6月は食育月間です6月は食育月間です

甲州市食生活改善推進員甲州市食生活改善推進員

 健康増進課 健康づくり担当　☎33-7812

　みなさん、「食育」という言葉を聞いたことがあるでしょうか？
　食育とは、さまざまな経験を通じて「食」に関する知識や選択する力を身につけ、身体に良い食生活が
できる人を育むことです。日々の中で「食事をおいしく食べる」「料理を作る」「野菜を育てる」「家族や友
人と一緒に食事をする」など身近なことが食育につながります。
　今月は、国が定めた食育の強化月間です。この機会にお子さんと一緒に食育について考えてみませんか。

他にもたくさん!!ご家庭でお子さんと一緒にできる食育の取り組みをご紹介します。

朝ごはんを食べる
「いただきます」「ごちそうさま」を言う
食事の準備や片づけをする
買い物に行く
旬の食材を食べる

行事食や伝統料理に興味を持ち、食べる
食事バランスを気にして食事をする
おやつは決まった時間に、決まった量を食べる
ゆっくりよくかんで食べる 等

お知らせ

　さらに、毎月19日は「食育の日」です。食育月間にあわせて推進しています。市では、毎月19日前後に
市役所東側駐車場に食育ののぼり旗を立て、「食育」について関心を高めていただけるよう取り組んでい
ます。

　市内小学校の「食育」の取り組みポスターを、6月2日（月）～30日（月）まで市役所1階ロ
ビーで展示しています。ぜひご覧ください。

今年度新たに委嘱された食生活改善推進員（順不同・敬称略）

室本　和美（千野上）
宮川　ひとみ（千野下）
水上　富美（下塩後）
矢﨑　友美（下萩原）

武井　裕美（下竹森）
齊藤　正男（上井尻）
名取　茂美（上井尻）
佐藤　美千代（三日市場下）

田邉　ゆかり（下栗生野）
若林　芳美（祝9）
村上　良子（東雲8）

健康診断希望調査  
5月に市から届いたオレンジ色の封筒は確認しましたか？
提出期限　6月6日（金） 受診希望の有無に関わらず提出が必要です。まだお済みでない方はご提出ください。

がん検診の個別（医療機関）検診  
　6月から、「胃がん検診」・「大腸がん検診」・「肺がん検診」・「腹部超音波検診」の、指定医療機関での受診受付を開

始します。総合健診（8月27日～11月8日に市内26回開催）の日程で都合がつかない場合や医療機関での受診を

ご希望の方はぜひご活用ください。

対 象 者 甲州市に住所を有する20歳以上の方（令和8年4月1日時点の年齢）

検 査 内 容 41歳以上の方：胃がん検診（バリウム検査）、大腸がん検診、肺がん検診、腹部超音波検診

 20～40歳の方：腹部超音波検診
 ※特定健診も同時に受診することができます。甲州市国保の方は10ページをご覧ください。

自 己 負 担 金 胃がん検診（バリウム検査）：800円、大腸がん検診：300円、

 肺がん検診：200円（65歳以上は無料）、腹部超音波検診：600円

申 込 方 法 1  健康診断希望調査にてお申し込みいただいた方
 8月下旬までに「がん検診受診券」を郵送します。

 受け取り後、ご自身で指定医療機関に電話等で希望日と検査項目を予約してください。

 2  8月以前または健康診断希望調査受付後に受診を希望する方
 健康増進課窓口でお申し込みください。

 ●予約後、医療機関より受診票等が郵送されます。

 ●受診当日は、がん検診受診券、保険証、受診票、自己負担金、

 　大腸がん検体（申込者のみ）をご持参ください。

 ●「がん検診受診券」を忘れた場合は全額自己負担となります。

指 定 医 療 機 関 塩山市民病院（☎32-5114）、山梨厚生病院（☎22-7898）

受 診 期 間 6月2日（月）～令和8年3月31日（火）

注 意 事 項 以下に該当する方は、がん個別検診の対象者とならないため、全額自己負担となります。

 ・甲州市から転出後に「がん検診受診券」を使用した方

 ・令和7年度中に、甲州市がん個別検診の同じ検査項目を2回以上受診した方

 ・令和7年度中に、総合健診で同じ検査項目を受診した方

 ・令和7年度中に、甲州市人間ドックを受診した方

 健康増進課 健康企画・地域医療担当　☎32-5014

定期的な検診で、歯周病を予防しよう  
　歯の表面につく白いネバネバした物質が歯

しこう

垢（プラーク）で、この中に歯周病菌
がすみついています。この歯周病菌が、歯ぐきや骨など歯を支える組織を破壊し
ていき、歯ぐきの腫れや出血にはじまり、進行すると最後には歯が抜け落ちてし
まいます。さらに歯周病菌が作る成分が体中にひろがって、糖尿病や心疾患などさまざまな病気に悪影響を及
ぼすことがわかってきました。
　歯周病の予防には毎日の歯みがきなどのセルフケアとあわせ、歯科医院での検診や歯石除去などのプロケア
もかかせません。歯周病は痛みなどの自覚症状がほとんどないため、気づかず進行してしまうことも少なくあ
りません。定期検診でチェックして予防しましょう。
　市では歯周疾患検診の受診を促進するため、次の対象者の検診を無料で実施しています。

1  一定年齢の方（満20歳、満30歳、満40歳、満50歳、満60歳、満70歳） ※対象の方には、受診票を6月下旬にお送りします。

2  妊婦 ※母子健康手帳交付時に受診票を発行します。

　上記以外の21歳以上の方は、個人負担金1,000円で検診を受けることが出来ます。受診票は、健康診断希望調
査にて受診希望と回答していただくことで受診票をお送りします。（発送は8月）また、窓口でも随時発行を行っ
ています。

歯垢・歯石 歯
ぐ
き
の
腫
れ
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2コース以上2コース以上に参加し、
楽しく健康づくりをしながらポイントを集めよう！

 健康増進課 健康企画・地域医療担当　☎32-5014

　健診・4週間チャレンジ・食・バラエティ・運動の5コースのうち2コース以上に参加し、ポイントを獲得
します。

ポイント対象事業

①市役所窓口  ･･  甲州市役所 健康増進課、勝沼支所、大和支所 窓口（代理申請可）
②電話  ････････  32-5014
③FAX  ････････  32-3072
④メール  ･･････  kenkouzoushin@city.koshu.lg.jp
⑤Web  ･･･････  上記申し込み2次元コードから申し込めます。

申し込み方法

6月2日（月）〜令和8年2月27日（金）ポイント対象事業実施期間

18歳以上（高校生除く）の甲州市民もしくは市内在勤・在学者参加対象者

6月2日（月）〜令和8年1月30日（金）申し込み期間

※②〜⑤については、後日スタンプカードを郵送します。
※④、⑤での申し込みは必要事項を記入してください。（氏名、生年月日、年齢、性別、住所、連絡先）

ポイントの対象となる地域の運動イベントも募集中！

ポイントの対象となるには健幸ポイントこうしゅう事業への登録が必要です。
対象となる事業 市民や地域住民に向けた健康づくりや介護予防等を行い、
 区や公民館などで主催や共催を行っている事業。
登録の手順 1甲州市役所健康増進課にイベント登録申込書を提出
 2イベントの承認を経て地域の運動イベントとして認定

健幸ポイントこうしゅう事業とは…

皆さまの健康づくりの取り組みを応援する事業です。
健康づくりに取り組んで、ポイントを貯めると商品券がもらえたり、

豪華な特典が当たります。お気軽にご参加ください。

もらえるポイント

コース ポイント対象事業 付与ポイント

健診 健康診断を受ける 20ポイント

4週間
チャレンジ

健康づくりの目標を決め、4週間取り組む
・記録表を提出で10ポイント
・4週間のうち3週間以上目標達成で10ポイント
・チームで同じ目標に取り組んで、チーム全員が記録表を提出し
たら10ポイント

最大
30ポイント

食

メニュー提供店で野菜たっぷりメニューを食べる 10ポイント

メニュー提供店でバランスメニューを食べる 10ポイント

食生活改善推進員さんの食イベントに参加する 20ポイント

バラエティ

甲州まちゼミの健康に関する講座に参加する 10ポイント

健康に関する図書を借りる 10ポイント

市役所本庁舎会場または勝沼支所会場で献血し、血液検査の結果
を確認する 10ポイント

運動

ある～くこうしゅうのイベントに参加する 20ポイント

地域の運動イベントに参加する 10ポイント

いきいき健幸教室に参加する 10ポイント

勝沼健康福祉センターのトレーニングルームを利用する 10ポイント

塩山B&G海洋センターのプールまたはトレーニングルームを利
用する 10ポイント

勝沼B&G海洋センターのプールを利用する 10ポイント

健幸ポイントこうしゅう健幸ポイントこうしゅう
参加者募集

参加費
無　料

健康づくりでポイントを貯めよう
！

11
市役所窓口または
Webで申込み、

スタンプカードをもらう

22
スタンプカードに
健幸ポイントを

貯める！

33
50ポイント達成で全員に
市内協賛店で使える
500円券が必ずもらえる！

100ポイント達成で抽選により
勝沼ぶどうの丘展望ワインレストランの
ペア豪華ディナーコース券
が当たる

簡単Web申込み

参加は簡単3ステップ!

お得な特典
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国民健康保険に加入中の方
6月から開始「甲州市国保 個別医療機関健診」

国民健康保険に加入中の方
6月から開始「甲州市国保 個別医療機関健診」

いきいきライフ通信

国民健康保険に加入中の方
6月から開始「甲州市国保 個別医療機関健診」

令和7年3月の医療費
国保連診療報酬請求額基準

	2億4,073万円（前年同月比	△1,189万円）
	 3万2,483円（前年同月比	+8円）

市の医療費全体
市の1人当たり医療費

「かかりつけ医」または「お近くの医療機関」で健康診断が受けられます
　生活習慣病は、初期にはほとんど自覚症状がないため見過ごされがちです。健診では体の状態を数値で把握す
るので、早い段階で身体の変化に気付ける機会となります。
　甲州市国民健康保険では、生活習慣病の予防・早期発見するための特定健診を集団健診だけでなく、「かかりつ
け医」または「お近くの医療機関」で健診ができる個別医療機関健診を実施しています。

対象者
　①甲州市国民健康保険被保険者で、20歳から74歳（75歳の誕生日前日まで）の方
　②同じ年度内に特定健診および国保人間ドックを受診されていない方
自己負担金 　無　料
申込方法

　6月から8月（特定健診受診券送付前）までに受診される方
①健康増進課保健事業担当まで電話で申込みをしてください。
②健康増進課から特定健診受診券を郵送します。
③特定健診受診券が届きましたら受診する医療機関に予約をお願いします。

　9月以降（特定健診受診券送付後）に受診される方
①令和7年5月配布の甲州市健康診断希望調査票にて「国保個別医療機関健診を受ける」と回答した方へは、
　8月に特定健診受診券を送付します。
②特定健診受診券が届きました
ら、受診する医療機関に予約を
お願いします。

個別医療機関健診の実施内容
　〈実施医療機関〉
　　右表のとおり
　〈検査項目〉
　　問診、身体計測、血圧測定、
　　血液検査、
　　尿検査、医師の診察など
　〈受診期間〉
　　6月2日(月)～
	 　令和8年3月31日(火)
　〈持ち物〉
　特定健診受診券、国民健康保険
被保険者証（保険証）、マイナ保
険証、資格確認書のいずれか
その他

　国保個別医療機関健診を受ける場
合は、国保人間ドック、市総合健
診、追加健診で特定健診を受ける
ことはできません。

指定医療機関 電話番号 健診日程等 40歳
以上

39歳
以下

市

　内

あさり脳神経クリニック 34-5370 ○ ○
あめみや医院 32-5511 予約必要 ○ ○
池田内科小児科医院 44-0613 予約時相談 ○ ○
塩山あかおクリニック 34-9077 予約時相談 〇 〇
塩山市民病院 32-5114 予約時相談 ○ ○
大藤診療所 33-2649 予約時相談 ○ ○
岡医院 33-2583 水曜日以外の診療時間内 ○ ○
加田クリニック 32-5507 予約時相談 ○ ○

櫻林 腎・内科
クリニック 39-9233

月・水・金曜日：午前9:00～11:30、
午後3:00～5:00
火・木・土曜日：午前のみ

○ ○

鶴田クリニック 32-1151 月・金曜日：午前8：30～　予約必要 ○ ○

渡辺医院 48-2230 月・木・金・土曜日：午前8:30～正午、
午後2:00～5:00(土曜日は午前のみ) ○ ―

市
外

秋元医院 22-7522 予約時相談 ○ ―
飯島医院 22-0015 予約時相談 ○ ○
加納岩総合病院 22-6351 月～土曜日:午前9:00～ ○ ○
坂の上クリニック 20-1860 予約必要　水曜日・土曜日午後・祝日休診 ○ ○
武井医院 22-0029 外来診療日（火・水・金・土曜日） ○ ○
つつじクリニック 20-8188 予約時指定 ○ ○

寺本医院　 22-0121
月･火･水･金曜日：午前8:30～正午、
午後2:30～6:00
木･土曜日：午前8:30～正午

○ ―

廣瀬醫院 20-1555 予約時相談 ○ ○

山梨厚生病院 22-7898
予防医学センター 月2回程度の指定日時の予約制 ○ ○

山梨市立産婦人科医院 20-1230 予約時相談 ○ ○
山梨県厚生連健康
管理センター

0120-
28-5592 月～金曜日：受付 午前9:15～、午後1:30～ ○ ○

 健康増進課 保健事業担当　☎34-5436

「もの忘れ相談」をご利用ください

 介護支援課 高齢者支援担当　☎34-5434

高齢者の助っ人

「最近もの忘れが増えてきた」「同じ話を何度もすると言われる」など気になることはありませんか？
もの忘れには「加齢」によるものと「認知症」によるものがあります。

「加齢」によるもの忘れ 「認知症」によるもの忘れ

もの忘れの自覚 ある
細かいことは忘れてもヒントがあれば思い出せる

ない
ヒントがあっても思い出せない

体験したこと
一部を忘れる
例：メニューを忘れる
「昨日の夕飯は何を食べたっけ」

体験したこと自体を忘れる
例：食事したこと自体忘れている
「夕飯はまだかな？」

人・時間・場所 わかる
「目の前の人はわかるけど、名前が思い出せない」

わかりにくい
「目の前の人が誰かわからない」

日常生活の支障 ない
普段の生活に大きな問題はない

ある
これまでできていたこと（料理、買物等）がで
きなくなる

□認知症は誰でも起こりうる脳の病気で、早期発見が大切とされています。
　気になることがある方や、そのご家族の方へ向けて認知症専門医による「もの忘れ相談」を実施しています。困った
ことがあれば、自分や家族だけで抱え込まず、お気軽にご相談ください。

□日時　毎月第3金曜日
□定員　1回2組まで（先着順）
□完全予約制　必ず事前にお電話にてお申し込みください
□相談時間　午後1時30分～2時／1組、午後2時～2時30分／1組
　※相談時間の30分前に来庁ください。普段の様子や心配ごとをお伺いします。

□会場　市役所本庁舎
□料金　無料
□認知症専門医　日下部記念病院医師

開催日 申し込み締め切り日

令和7年

6月20日（金） 6月17日（火）
7月18日（金） 7月15日（火）
8月15日（金） 8月12日（火）
9月19日（金） 9月16日（火）
10月17日（金） 10月14日（火）
11月21日（金） 11月18日（火）
12月19日（金） 12月16日（火）

令和8年
1月16日（金） 1月13日（火）
2月20日（金） 2月17日（火）
3月27日（金） 3月24日（火）
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令和7年度農福連携応援補助金
対　象 概　要 問い合わせ

農業者
市内農家が農作業を障害者施設等に委託した場
合の費用に関する助成

（補助率1/2 上限10万円）

農林振興課　
果樹農林担当
☎32-5092

甲州市内障害者福祉施設等
障害者施設等が農家から農作業を受託するため
の環境を整える準備費用に対する補助金

（１施設 上限10万円）

福祉総合支援課
重層的支援・地域福祉担当
☎32-5027

甲州市農福連携応援補助金を交付します甲州市農福連携応援補助金を交付します

　市では障害者等の農業就労に係る経費と、農業者が障害者福祉施設等へ農作業委
託した場合の経費について補助金を交付します。

農福連携することでのメリット
◯障害者の就労の支援、自立の促進、障害者工賃のアップ
◯農業者の労働力不足の解消、経営規模の拡大、農地管理の維持

峡東地域農福連携推進協議会の会員施設が農作業を受託します峡東地域農福連携推進協議会の会員施設が農作業を受託します

　本協議会は、障害者等が農業分野で活躍することを通して自信や生きがいを持って社会参画を実現す
る「社会福祉の推進」と担い手不足や高齢化が進む農業分野で、新たな働き手の確保につながる「生産性
の向上」に向け、会員それぞれの役割や能力に応じて自主的に取組を行うとともに、相互に緊密な連携を
図りながら、協働して取り組むことにより、農福連携を円滑に普及し、地域活性化につなげることを目的
として、農作業を受委託しますのでご活用をお願いします。

施設名 連絡先 受委託内容

ともしび福祉作業所 ミエル 甲州市塩山竹森588-1
☎0553-34-5251（担当：石川）

果樹栽培（桃・スモモ・ブドウ・その他季
節の野菜）、室内軽作業

ハーモニー 笛吹市石和町下平井329
☎055-261-3377（担当：古幡）

ぶどうの傘掛け、傘拭き、草刈り、野菜
栽培、箱折り等軽作業

創造工房くわの家 笛吹市春日居町桑戸302-1
☎0553-39-8628（担当：羽鳥）

食品加工、軽作業（ラベル貼り、封入、箱
折等）、農作業（傘拭き、傘掛け、袋掛け、
摘果、剪定等）

山の都福祉会
(ワークコート結・たくみ)

甲州市勝沼町山1409-5（山のぱんや内）
☎0553-39-6688（担当：清水）

ぶどう栽培、軽作業（袋入れ、箱の組立、
器具組立、傘拭き等）

笛吹市社会福祉協議会
スマイルいちのみや

笛吹市一宮町竹原田40
☎0553-39-8503（担当：木村）

食品加工、農作業（桃の摘雷、摘果、袋
掛け、ぶどうの傘拭き、畑の草刈、桃の
ネット袋詰め、箱折、梱包作業）

障害者サービス事業所
つくしの家

笛吹市石和町小石和1802-1
☎055-261-7707（担当：佐野） 傘洗浄、農作業（傘掛け）等

ケアフィットファーム 甲州市塩山赤尾650
☎0553-39-8681（担当：竹川）

農作業（ぶどう・すもも）ぶどうの芽か
き・房作り・傘かけ・収穫、すももの花粉
取り・付け、摘果等、軽作業（梱包等）

サポートファームあさひ 山梨市市川1658
☎0553-23-5788（担当：柴田）

いちごハウス栽培、野菜作り、土産品袋
詰め、その他軽作業

㈱エンデヴァー山梨 レイズ 山梨市下石森732
☎0553-34-8466（担当：伊藤） 農作業、軽作業、傘拭き

ぶどうの里 塩山授産園 甲州市塩山上於曽933-1
☎0553-33-9080（担当：久保・村松）

ノバキャップ組み立て、傘拭き、農作
業、加工食品

鈴宮寮 甲州市塩山上塩後409
☎0553-33-2747（担当：山田）

農作業（ぶどうの傘拭き、枝拾い、芽か
き、房作り袋掛け、収穫）その他軽作業

 福祉総合支援課 重層的支援・地域福祉担当　☎32-5027

　25mプールに歩行専用コース、泳ぐコース、フリーコースがそれぞれ設置されていま
す。また、子供用プール（水深50cm）が大きいので、ご家族みんなで楽しめます。

ご利用時間
6月1日（日）〜7月18日（金）午後2時〜5時
7月19日（土）〜8月24日（日）午前10時〜午後1時、午後2時〜5時
8月30日（土）〜9月28日（日）【土・日・祝日のみ開館】午後2時〜5時
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、利用料金が免除（付添人は1人ま
で免除）になります。ご利用される際には、各種手帳を受付に提示してください。

休館日　期間中／毎週月曜日　10月1日〜令和8年5月31日
利用料　中学生以下／50円　　高校生／100円　　市内一般／220円
	 市外一般／320円　　		65歳以上の市民／無料

いよいよ６月より勝沼B＆Gがオープンとなります！

 勝沼B＆G海洋センター　☎44-1700（営業期間中のみ）
 塩山B＆G海洋センター　☎32-1596

　甲州市体育祭りが3月下旬から5月上旬にかけ種目ごと
に開催され、選手たちによる熱戦が繰り広げられました。
　参加された選手がそれぞれの目標を目指し、一心にプ
レーした結果をお知らせします。

支部対抗の部
〇ゴルフ（塩山カントリー倶楽部）／優勝	奥野田支部
〇ゲートボール（塩山総合グランド）
　支部対抗／優勝	神金支部
　オープンの部／優勝	友愛クラブ
〇ソフトボール（塩山総合グランド）
　Aパート／優勝	下西チーム（塩山南支部）
　Bパート／優勝	松里支部
〇体操競技（長縄跳び）（塩山体育館）
　優勝	塩山北支部
〇ソフトバレーボール（塩山体育館）
　優勝	塩山南支部
オープン参加の部
〇家庭婦人バレーボール（塩山体育館）
　Aパート優勝	塩山南
　Bパート優勝	松里A
〇卓球（塩山北小学校体育館）／優勝	ぶどうチーム
〇柔道（塩山ふれあい館）
　小学校低学年の部／優勝	村松大翔（甲柔会）
　小学校中学年の部／優勝	武井日和（甲柔会）
　小学校高学年の部／優勝	加々美武龍（塩山JSS）
　中学生の部／優勝	石田萌々華（勝沼中）
　一般の部／優勝	内田竜介（塩山北支部）
〇グラウンドゴルフ（塩山総合グラウンド）
　優勝	関口和代
〇弓道（勝沼弓道場）
　男子／優勝	鈴木誠
　女子／優勝	丹澤恵美子

〇少年野球（塩山総合グラウンド）／優勝	甲州
〇インディアカ（勝沼体育館）／優勝	風林火山
〇剣道（玉宮小学校体育館）　
　小学生の部／優勝	相生晏利（玉宮剣道スポーツ少年団）
　中学1・2年生の部／優勝	田中蒼真（勝沼中学校）
　中学3年生の部／優勝	芦澤尚樹（勝沼中学校）
　中学女子の部／優勝	雨宮悠華（塩山中学校）
〇空手（塩山南小学校体育館）
　小学1・2年生男女混合形／
　優勝	チャン・ニュット・ミン　ウイ（塩山空手クラブ）
　小学3・4年生男女混合形／優勝	岩間雄星（塩山空手クラブ）
　小学5・6年生男子形／優勝	知見聡太（塩山空手クラブ）
　中学生男子形／優勝	油井颯太（拳の会）
　小学1・2・3年生男子組手／優勝	鈴木竜太（塩山空手クラブ）
　小学4・5・6年生男子組手／優勝	鈴木駿太（塩山空手クラブ）
　中学生男子組手／優勝	小笠原佑（塩山空手クラブ）
〇銃剣道（塩山ふれあい館）／優勝	混成チーム
〇バドミントン（勝沼体育館）
　優勝	三森（啓）・宮原ペア　　
　準優勝	佐藤（勇）・佐藤（康）ペア
　三位　三枝（大）・高野ペア
〇クレー射撃（大月クレー射撃場）
　トラップ／優勝	小川利雄
　スキート／優勝	平山義文
〇陸上（塩山総合グラウンド）
　4月27日実施　テスト開催のため記録なし
〇硬式テニス（塩山テニス場）
　※フェスティバル形式のため順位なし

●ソフトテニス	※本年度は未開催

 生涯学習課 スポーツ振興担当　☎32-5098

第
19
回 

甲
州
市
体
育
祭
り
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　環境省と気象庁が、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に注意を呼びかけ、熱中症予防行動
を取るよう促すために「熱中症警戒アラート」等を発表します。

アラートが発表されたら

「熱中症警戒アラート」
　熱中症の危険性が極めて高く、暑熱環境になると予想される場合発表され、市の公式LINEで周知します。
発表された日には、外出を控える、エアコンを使用する等の、熱中症予防行動を積極的に取りましょう。

「熱中症特別警戒アラート」
　広域的に過去に例のない危険な暑さ等により、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障
が生じるような恐れがある場合に発表されます。
　市の防災無線・公式LINEで周知しますので、さらなる熱中症予防行動を積極的に取りましょう。

令和7年度「熱中症警戒アラート」等の運用開始（4月23日〜10月22日）

 環境課 環境対策担当　☎33-4404

 環境課 環境対策担当　☎33-4404

　市では、熱中症による健康被害の発生を防止するため、涼み処の指定を推進しています。指定要件を満
たしご協力いただける施設は、市ホームページで紹介します。熱中症対策へのご協力をお願いします！

涼み処（クーリングシェルター）を募集します！

〈 申請方法 〉
窓口申請またはホームぺージの申請フォームからお申し込みください。
※「涼み処」の詳細は、二次元バーコードからご覧ください。

甲州市HP
（熱中症対策）

環境省HP
（熱中症予防情報サイト）

犬の飼い方マナー放し飼いは絶対にしない

◯柵に囲まれた自己の敷地内や屋内で飼う場合を除き、放し飼いをしてはいけません。

つないで飼う場合は、場所とリードの長さに気を配る

◯犬が道路へ飛び出したり、人に危害を与えたりすることのないように注意しましょう。

フン、尿は必ず始末する

◯家でトイレを済ませてから、散歩に出かけましょう。
◯散歩中のフンは必ず持ち帰り、尿を流すためのペットボトルなどを携帯しましょう。
◯飼い主の心掛けにより、安全で快適なまちづくりをしていきましょう。

犬の飼い方のルールやマナーを守りましょう

犬の飼い主の方へ

　子猫は生後6か月で妊娠可能となり、短いサイクルで妊娠と出産をするため、生ま
れた全ての猫を飼うことは現実的に困難です。そのため、市では猫の不妊・去勢手
術に対する補助金の助成をするなど、適切な管理を推奨しています。
　ほかにも無責任なエサやりを行わないなど、野良猫を増やさないようにしましょう。

野良猫を増やさないようにしましょう

猫の飼育について

　猫は環境を整えてあげることで、室内でもストレスなく快適な生活を送れます。外で飼うこと、外出さ
せることは、けがや病気、事故などのリスクが非常に高く、猫の寿命に関係してきます。
　また、フン尿、物を壊すなど、ご近所トラブルの原因ともなりますので、室内での飼育を推奨します。

室内飼育の推奨

施設名 所在地

甲州市役所 本庁舎 塩山上於曽1085-1

甲州市中央公民館 塩山上塩後240

勝沼支所 勝沼町勝沼756-1

大和支所 大和町初鹿野1693-1

塩山図書館 塩山上塩後240

勝沼図書館 勝沼町下岩崎1034-1

ぶどうの丘 本館テラス 勝沼町菱山5093

ウエルシア塩山市民病院前店 塩山下於曽1470

ウエルシア塩山北店 塩山赤尾229

サンドラッグ塩山店 塩山下塩後943-1

山梨中央銀行塩山支店 塩山上於曽1106-4

山梨中央銀行勝沼支店 勝沼町勝沼748-3

JAフルーツ山梨　本所 塩山上塩後1100

JAフルーツ山梨 塩山北支所 塩山上粟生野504-2

JAフルーツ山梨 松里支所 塩山三日市場3234

JAフルーツ山梨 塩山支所 塩山上於曽941-1

JAフルーツ山梨 勝沼支所 勝沼町勝沼1205

株式会社しまむら塩山店 塩山熊野31

おかじま甲州店 勝沼町山250

ホームプラザナフコ塩山店 塩山熊野507-1

「涼み処」一覧

　熱中症は、高温多湿な環境に長時間いることで、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱
がこもった状態を指します。 室内で何もしていないときでも発症します。正しい知識を身につ
け、 健康被害を防ぎましょう。

　「涼み処」（クーリングシェ
ルター）とは、熱中症による健
康被害を防止するために、冷
房設備があるスペースを開
放した避難施設のことです。
　4月23日〜10月22日の間、

「涼み処」を市内に設置しま
す。水分や休憩をこまめに
とり、熱中症から身を守りま
しょう。

「涼み処」とは？

こののぼりが目印です！

熱
●

中
●

症
●

を防ぎましょう熱中症予防対策

不妊去勢手術費補助金

4月1日現在
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甲州市の「ホット」なできごとを紹介します！

　明治時代、フランスに渡っ
た高野正誠氏、土屋龍憲氏に
ぶどう栽培を伝えた国際的な
農学者だったシャルル・バル
テ氏の玄孫（やしゃご）にあた
るブノワ・デュモンさんの一
家が4月30日、約20年ぶりに
本市を訪れました。ブノワさ
ん一家は市長を表敬訪問した
後、メルシャンワイン資料館
を見学し、高野正誠氏のひ孫、
正興さん宅を訪れ、約20年ぶ
りの再会を喜び合いました。

高野正興さん宅 メルシャンワイン資料館

ワインの繋がり　時代を超えて　ブノワさん一家来訪

　4月27日、旧大和中学校をメイン会場に「第60回甲州市ふるさと武田勝頼公まつり」が開催されました。
　勝頼公の菩提寺・景徳院で法要を行った後、勝頼公や北条夫人、湖衣姫のほか、一般公募の市民などが扮した勝頼公軍団
が勇壮な出陣絵巻を繰り広げました。また、大和地区の女子生徒による「巫女の舞」や大和小児童による「甲斐天目山勝頼
公太鼓」が奉納され、勝頼公の功績を慕うとともに、一族の遺徳を偲びました。

勝
頼
公
役
の
天
野
浩
幸
さ
ん

巫
女
の
舞

甲
斐
天
目
山
勝
頼
公
太
鼓

勝
頼
公
軍
団
の
行
列

戦国時代に思いを馳せる　第60回武田勝頼公まつり
　市内各地には数多くの伝統行事が継承されており、無病息災、家内安全、商売繁盛、果実豊作など、住民の願いが祭りと
なり、地域の輪が築かれてきました。4月29日に放光寺で「大黒天大祭」、5月5日に大善寺で「藤切り祭」など先人から受け
継がれた春の伝統行事が盛大に開催されました。

放光寺の大黒天大祭 大善寺の藤切り祭

受け継がれる想いと文化　伝統行事 各地で開催

　4月10日、勝沼町に建立されている「勝沼平和之塔」に
おいて、戦没者慰霊祭が実施されました。平和之塔英霊
殿内には、日清・日露戦争を含む戦没者と殉職した消防隊
員の霊代442柱が祀られています。
　勝沼町の代表区長が参列し、宮司による神事を行い、戦
争の無い恒久平和への祈りを捧げました。

　4月24日、まるき葡萄酒株式会社が女性ワインプロ
フェッショナルの審査する国際的なワインコンペティ
ション「サクラアワード2025」において、世界27ヵ国か
ら4,023品がエントリーされる中、赤ワイン、白ワイン
それぞれ1品目が最高賞のダイヤモンドトロフィーを受
賞。甲州ワインが世界に認められる結果となりました。

戦没者の御霊を捧ぐ
平和の塔慰霊祭

甲州ワインが世界へ
まるき葡萄酒（株）が表敬訪問
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　4月28日、ゲートボール部の甲州神金（男子の部）、たん
ぽぽ（女子の部）の両チームが全国大会の出場を決め、市
長を表敬訪問しました。甲州神金は9月に滋賀県で行わ
れる第79回国民スポーツ大会に、たんぽぽは6月に福島
県で行われる第40回全国選抜大会にそれぞれ参加しま
す。両チームとも優勝目指してがんばってください。

ゲートボール部
全国大会への切符つかむ

　5月9日、全国規模で開催されているスノーボードハー
フパイプの大会において活躍している西矢咲理選手（勝
沼小5年）が市長を表敬訪問しました。2025全日本ジュ
ニアスキー選手権大会YHA女子6位、第29回北海道ス
キー選手権第4位など今シーズンもさまざまな大会で活
躍。これからも夢に向かってがんばってください。

スノボ西矢選手表敬訪問

　5月13日、行政相談員としてご活躍された深澤告さん、
木下强さんに感謝状が贈呈されました。深澤さんは平成
29年4月から8年間、木下さんは令和5年4月から2年間、
地域住民の行政機関に対する身近な相談窓口となり、行
政と市民の橋渡し役として尽力されました。

前行政相談員に
感謝状が贈呈されました

　5月14日、14名に甲州市消費生活協力員を委嘱しまし
た。委嘱式の後、市内スーパーで啓発活動を実施しまし
た。電話詐欺や消費生活相談に関する啓発物品を来店者
へ配布し、トラブルの未然防止を呼びかけました。

甲州市消費生活協力員　
街頭啓発活動を実施　5月17日、「甲州いきいきプロジェクトヴェスタ甲州」の食教育の一環として、稲作体験を開催しました。全3回を予定

しており、今回は田植え体験を実施しました。雨が降る中、市内の小学生17名が参加し、不慣れな田んぼに最初は戸惑い
ながらも親子で協力し、作業を進めました。次回は9月頃、稲刈り体験を予定しています。

ヴェスタ甲州　稲作体験事業　田植え体験

　令和5年8月にJAから市に譲渡された1階の大規模改修工事が終了し、5月18日に市から地元区長への引き渡し式が開
催されました。1階には玉宮公民館最大の会議室や和室、バリアフリートイレ等を備えた施設となり、さらに地域の方々
が利用しやすい公民館に生まれ変わりました。

地域の交流拠点広がる　玉宮公民館リニューアル
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　ご結婚という人生の節目を迎えられたおふたりを祝福し、甲
州市に一層の愛着を深めていただけるよう願いを込めて「果樹
園交流のまち甲州市」をイメージしたオリジナル婚姻届を作成
しました。
　なお、こちらは甲州市以外の市区町村に提出することもでき
ますので、よき思い出となりますよう、ぜひご利用ください。

配布場所　市民課・各支所窓口
 市民課 住民記録・戸籍担当　☎32-5061

甲州市オリジナル婚姻届を作成しました
表面
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築
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２
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さ
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行
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手
続
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高
額
療
養
費
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請
手
続
き
の

簡
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に
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て

 

現
在
、高
額
療
養
費
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療
を
受
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た
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２
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６
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マイナンバーカードに関するお知らせ
T h e  S o c i a l  S e c u r i t y  a n d  T a x  N u m b e r  S y s t e m

1 夜間・休日にマイナンバーカード関係の手続きができます夜間・休日にマイナンバーカード関係の手続きができます 予約制

日　時 　毎週水曜日（午後7時まで）および6月8日（日）午後1時～5時
受付内容 　マイナンバーカードの申請、交付、更新、暗証番号の再設定
予約方法 　希望日の前開庁日までに電話でご予約ください。

　市職員が訪問し、顔写真の撮影と申請を無料でサポートします。また、申請時に本人
確認等の必要な条件を満たせば、出来たカードを本人限定受取郵便でご自宅へ郵送します。

対象者 　甲州市民限定
1  75歳以上で外出が困難な方　　 2  乳幼児（0～6歳までの未就学児）
3  障がい者手帳等をお持ちの方 　 4  介護保険の要介護・要支援認定を受けている方 等
訪問日時 　 1  月～金曜日（祝日を除く）午前9時30分～午後4時30分　 2  休日開庁日（6月8日）午後1時～4時

2 「マイナンバーカード出張申請サポート」について「マイナンバーカード出張申請サポート」について 予約制

　病気や身体の障害等のやむを得ない理由により本人の来庁が困難である場合は、ぜひこちらのサービスを
ご利用ください。
実施期間 　令和8年2月27日（金）まで

2、3の注意事項
※申請日から約2ヵ月以内に甲州市外に転出予定がない方が対象です。　※希望日の1週間前までに電話で予約をお願いします。
※申請者本人が（15歳未満の方及び成年被後見人の方は法定代理人とともに）、訪問場所にいてください。
※身体を動かすことが困難な方は、介助者等の同席をお願いします。　※詳細は、お問い合わせください。

3 行政書士によるマイナンバーカード申請サポート代理受領を行っています行政書士によるマイナンバーカード申請サポート代理受領を行っています 予約制

 市民課 住民記録・戸籍担当　☎32-5061

 市民課 国保・年金担当　☎32-5173

マイナンバーカードと健康保険証の一体化及び利用登録状況の確認についてマイナンバーカードと健康保険証の一体化及び利用登録状況の確認について
　国民健康保険または後期高齢者医療制度にご加入されている方のお手元にある健康保険証の有効期限は、7月31日に満
了となります。健康保険証の有効期限が切れたあとは、「マイナ保険証」または「資格確認書」をご利用ください。
　マイナ保険証の利用登録をされている方は「資格情報のお知らせ」、利用登録をされていない方には「資格確認書」を令和
7年7月中に送付します。限度額認定証等の申請が不要になるマイナ保険証をぜひご利用ください。
　なお、マイナ保険証の利用登録の有無はマイナポータル等でご確認いただけます。利用登録がお済みの方で「資格確認
書」の利用を希望される場合は、申請により利用登録を解除することができますので、お早めの申請をお願いします。
※後期高齢者医療制度にご加入されている方は、マイナ保険証利用登録の有無に関わらず、令和8年7月末まで全被保険者へ「資格確認書」を送

付することになりました。

 市民課 国保・年金担当　☎32-5173 ／ 住民記録・戸籍担当　☎32-5061

マイナ保険証利用には電子証明書の有効期限をご確認くださいマイナ保険証利用には電子証明書の有効期限をご確認ください
　マイナ保険証はマイナンバーカードの電子証明書を用いて保険資格の確認を行いますが、電子証明書の有効期限は発行
日から5回目の誕生日までとなっており、引き続きマイナ保険証として利用する場合は電子証明書の更新手続きが必要と
なります。
　電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの券面（顔写真の有る面）右中段に記載されていますので、ご確認くださ
い。記載がない場合はマイナポータルでご確認ください。
　有効期限の2～3ヵ月前に有効期限通知書が送付されますので、同封のパンフレットをご一読のうえ、市民課住民記録・
戸籍担当にて手続きをお願いします。
　なお、電子証明書の有効期限が切れた場合も、3ヵ月間はマイナ保険証としてご利用いただけますが、電子証明書の有効
期限の3ヵ月後の月末までに更新をされなかった場合は、マイナ保険証の利用登録が解除されます。利用登録の解除後に
電子証明書を更新した場合、再度マイナポータルや病院等のカードリーダーで利用登録を行う必要がありますのでご注意
ください。

相
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東山聖苑臨時休業のお知らせ
　東山聖苑では、施設の保守点検および修繕
などのため、次のとおり臨時休業します。
　なお、火葬や式場使用などの申請受付業務
につきましては、通常どおり行います。

臨時休業日	 7月1日（火）	1日間
休 業 内 容	 火葬業務、式場（通夜・告別式）の
	 使用に関する業務

 東山梨行政事務組合 東山聖苑
　 ☎20-8130

有
料
広
告

令和7年度
農作業臨時雇用標準賃金
　農業委員会では、農繁期等で臨時的に雇用する場合
の目安となるよう「農作業臨時雇用標準賃金」を定め
ています。

農作業臨時雇用標準賃金

区　分 金額（日当：円）

一　般
重作業 9,060
軽作業 8,500

高校生 7,560
耕起代かき（10a） 19,950～22,160

重作業
○危険を伴う作業
　（脚立使用での作業、ハウスのビニール掛けなど）
○農機具を使用しての作業
　（刈払い機、トラクター、管理機、SS、動噴使用での消毒、
抜根整地など）
○技術を伴う作業（剪定、棚掛けおよび撤去）
軽作業
○幅広い年齢層で男女を問わない作業
　（立カンナ等での除草、ジベ付け、傘掛け、摘粒、野菜の植
え付け・収穫および管理など）

	甲州市農業委員会事務局 農林振興課農地担当
　 ☎32-5092

外
来
植
物
の
駆
除
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

	

オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
等
の
特
定
外
来
植

物
や
、ア
メ
リ
カ
オ
ニ
ア
ザ
ミ
等
の
要
注

意
外
来
植
物
の
繁
殖
が
近
年
目
立
っ
て

き
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
外
来
植
物
は

そ
の
場
に
生
息
し
て
い
る
在
来
植
物
を

枯
ら
し
な
が
ら
爆
発
的
に
繁
殖
す
る
た

め
、根
ご
と
刈
り
取
る
か
引
き
抜
く
こ
と

で
駆
除
に
つ
な
が
り
ま
す
。

生
態
系
を
守
る
た
め
、自
宅
周
辺
や
地
域

内
の
駆
除
か
ら
始
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

外
来
植
物
等
の
一
覧
は
環
境
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

	

環
境
課 

環
境
対
策
担
当
　

☎
33
‐
４
４
０
４

ぶ
ど
う
の
国
文
化
館

「
施
設
利
用
貸
出
」の
休
止
に
つ
い
て

	

ぶ
ど
う
の
国
文
化
館
内
の
施
設
改
修
工

事
に
伴
い
、６
月
１
日（
日
）～
10
月
31
日

（
金
）の
工
事
期
間
中
は「
研
修
室
」、「
和

室
」の
施
設
利
用
予
約
お
よ
び
貸
出
を
休

止
し
ま
す
。

※	「
展
示
室
」は
、こ
れ
ま
で
ど
お
り
開
館
し

ま
す
。

	

生
涯
学
習
課 

文
化
財
担
当

☎
32
‐
５
０
７
６

小
規
模
企
業
者
持
続
化
補
助
金
の
募
集

	

販
路
開
拓（
新
た
な
市
場
へ
の
参
入
に
向

け
た
販
売
方
法
の
工
夫
）や
、販
路
開
拓

と
併
せ
て
行
う
業
務
効
率
化
等
の
取
組

に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

	

市
内
に
事
業
所
を
有
す
る
小
規
模
企
業

者
●	

募
集
期
間

６
月
16
日（
月
）～
７
月
25
日（
金
）

●	

対
象
と
な
る
事
業
内
容

①	

看
板
の
作
成・設
置
、ポ
ス
タ
ー
や
チ
ラ

シ
等
の
作
成
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
や
更

新
②	

機
械
装
置
等
の
購
入

③	

新
商
品
の
試
作
品
や
包
装
パ
ッ
ケ
ー
ジ

の
試
作
開
発
に
伴
う
原
材
料
、設
計
、デ

ザ
イ
ン
、製
造
、改
良
、加
工

④	

店
舗
改
装・バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
工
事
、利

用
客
向
け
ト
イ
レ
の
改
装
工
事

●	

補
助
率
お
よ
び
補
助
限
度
額

◎ 

補
助
率
　
２
／
３
以
内

※	

千
円
未
満
切
捨
て

◎ 

限
度
額
　
15
万
円

※	

国
や
県
の
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助

金
と
重
複
し
て
補
助
を
受
け
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

※	

過
去
に
甲
州
市
小
規
模
企
業
者
持
続
化

補
助
金
の
採
択
を
受
け
た
場
合
は
受
け

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

※	

事
前
に
市
商
工
会
か
ら
事
業
計
画
書
の

確
認
を
受
け
た
後
、ご
提
出
く
だ
さ
い
。

応
募
の
詳
細
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
応

募
要
領
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

	

観
光
商
工
課 

ワ
イ
ン・商
工
振
興
担
当

☎
32
‐
５
０
９
１

介
護
慰
労
金
を
支
給
し
ま
す

	

次
の
①
お
よ
び
②
に
該
当
す
る
方

①	

市
内
在
住
の
介
護
者

②	

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
１
年
間
に
わ

た
り
、寝
た
き
り
ま
た
は
認
知
症
で
あ
る

高
齢
者
と
同
居
し
、介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
て
い
な
い
高
齢
者
を
常
時
介

護
し
た
方

※	

年
間
１
週
間
程
度
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

利
用
、３
ヵ
月
以
内
の
入
院
は
、常
時
介

護
し
て
き
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。

※	

寝
た
き
り
高
齢
者
は
、要
介
護
４・５
ま

た
は
そ
れ
に
相
当
す
る
方

※	

認
知
症
高
齢
者
は
、市
の
受
給
資
格
認
定

基
準
を
満
た
す
方

●	

支
給
金
額
　
年
額
２
万
円

	

６
月
２
日（
月
）～
30
日（
月
）

※	

状
況
確
認
の
た
め
、市
職
員
が
ご
自
宅
に

伺
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

	

介
護
支
援
課 

高
齢
者
支
援
担
当

☎
34
‐
５
４
３
４

申
込
不
要

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ

	

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
は
、認
知
症
の
ご
本
人

と
そ
の
家
族
、高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る

ご
家
族
、ま
た
は
地
域
の
方
な
ど
誰
も
が

気
軽
に
参
加
で
き
、集
え
る
場
所
で
す
。

飲
み
物
を
片
手
に
お
互
い
に
情
報
交
換

や
交
流
を
し
た
り
、認
知
症
に
詳
し
い
専

門
職
ス
タ
ッ
フ
に
、認
知
症
の
こ
と
や
介

護
の
こ
と
、日
々
の
生
活
で
心
配
な
こ
と

な
ど
を
相
談
し
た
り
し
な
が
ら
、ゆ
っ
く

り
と
し
た
時
間
を
一
緒
に
過
ご
し
ま
せ

ん
か
。

	

６
月
12
日（
木
）	

毎
月
第
２
木
曜
日

	

午
前
10
時
～
正
午
　

	

甲
州
市
民
文
化
会
館	

２
階	

第
３
会
議
室

	

１
０
０
円（
飲
み
物・お
菓
子
代
）

	

介
護
支
援
課 

高
齢
者
支
援
担
当

☎
34
‐
５
４
３
４

社
会
福
祉
法
人
光
風
会 

光
風
園

☎
33
‐
７
５
１
１

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
皆
さ
ま
へ

第
12
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
に
つ
い
て

	
令
和
７
年
４
月
１
日
に
お
い
て
公
務
扶

助
料
や
遺
族
年
金
な
ど
を
受
け
る
方
が

い
な
い
場
合
に
次
の
順
番
に
よ
る
先
順

位
の
遺
族
お
一
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族
で
、

①	

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ

る
弔
慰
金
の
受
給
権
者

②	

戦
没
者
等
の
子

③	

戦
没
者
等
の
父
母
、孫
、祖
父
母
、兄
弟
姉

妹
※	

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、生
計
関
係
を
有

し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、順
番
が
入
れ

替
わ
り
ま
す
。

④	

右
記
①
～
③
以
外
の
戦
没
者
等
の
３
親

等
内
の
親
族（
甥
、姪
な
ど
）

※	

戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
１

年
以
上
の
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
方

に
限
り
ま
す
。

●	

支
給
内
容
　

額
面
27
万
５
千
円
、

５
年
償
還
の
記
名
国
債

●	

請
求
期
間
　

４
月
１
日
～
令
和
10
年
３
月
31
日

※	

期
限
を
過
ぎ
る
と
請
求
で
き
ま
せ
ん
。

※	

国
債
の
お
渡
し
は
、請
求
し
て
か
ら
１
年

ほ
ど
お
時
間
を
い
た
だ
き
ま
す
。

	

福
祉
総
合
支
援
課 

重
層
的
支
援・地
域
福
祉
担
当

☎
32
‐
５
０
２
７

第
39
回
山
梨
県
高
齢
者

よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル

	

75
歳
以
上
で
よ
い
歯
の
方
を
募
集
し
ま

す
。

入
賞
さ
れ
た
方
は
今
秋
開
催
の「
第
42
回

山
梨
県
民
歯
科
保
健
の
つ
ど
い
」に
お
い

て
、表
彰
お
よ
び
記
念
品
の
贈
呈
を
行
い

ま
す
。

●	

応
募
資
格

①	

山
梨
県
内
に
在
住
の
方

②	

令
和
７
年
３
月
31
日
現
在
で
75
歳
以
上

の
方

③	

健
康
な
歯
が
28
本
程
度
あ
る
方

●	

部
門

「
75
～
79
歳
」、「
80
～
84
歳
」、「
85
歳
以

上
」の
３
部
門

※	

ご
夫
婦
で
入
賞
の
場
合
は「
夫
婦
特
別
表

彰
」を
行
い
ま
す
。

※	

各
部
門
で
１
度
の
み
の
受
賞
と
な
り
ま

す
。

●	
応
募
期
間

６
月
１
日（
日
）～
30
日（
月
）

●	
応
募
方
法

郵
便
は
が
き
に
次
の
①
～
⑧
を
記
入
し
、

送
付
先
ま
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。

①	

郵
便
番
号	
②	
住
所	

③	

氏
名（
ふ
り
が
な
）	
④	

電
話
番
号	

⑤	

生
年
月
日	

⑥	

年
齢	

⑦	

最
終
職
歴	

⑧	

か
か
り
つ
け
歯
科
医
院
名

※	

は
が
き
到
着
後
、審
査
に
必
要
な
書
類
を

山
梨
県
歯
科
医
師
会
か
ら
郵
送
に
て
送

付
し
ま
す
。

●	

送
付
先

〒
４
０
０
‐
０
０
１
５

甲
府
市
大
手
１
‐
４
‐
１	

山
梨
県
歯
科

医
師
会
館
内

第
39
回
山
梨
県
高
齢
者
よ
い
歯
の
コ
ン

ク
ー
ル
係

	

山
梨
県
歯
科
医
師
会
　

☎
０
５
５
‐
２
５
２
‐
６
４
８
１

ま
た
は
、か
か
り
つ
け
歯
科
医
院

廃
食
用
油（
使
用
済
み
天
ぷ
ら
油
）を

回
収
し
て
い
ま
す

	

市
役
所
各
庁
舎
、甲
州
市
民
文
化
会
館
、

勝
沼
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

	

午
前
９
時
～
午
後
５
時（
土・日・祝
日
を

除
く
）

●	

回
収
対
象
　

一
般
家
庭
か
ら
出
る
廃
食
用
油（
菜
種
、

大
豆
、コ
ー
ン
、べ
に
花
、ひ
ま
わ
り
、綿

実
、ゴ
マ
）

※	

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
容
器
に
廃
食
用
油
を
入

れ
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※	

鉱
物
油
、牛・豚
脂（
ラ
ー
ド
）、パ
ー
ム
等

の
油
は
回
収
し
ま
せ
ん
。

※	

天
カ
ス
は
取
り
除
き
、水
が
混
ざ
ら
な
い

よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

	

環
境
課 

環
境
対
策
担
当

☎
33
‐
４
４
０
４

相

　談

イ
ベ
ン
ト

イ
ベ
ン
ト

講
座
・
教
室

講
座
・
教
室

：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ ：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ

I n f o r m a t i o nI n f o r m a t i o n

相

　談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

市
外
局
番
は「
0
5
5
3
」
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鉄
道
利
用
通
学
者

支
援
補
助
金
の

申
請
受
付
に
つ
い
て

若者の市内定住促進等を図るため、甲州市から県外の大学等へ通学する学生の皆さんの、通学定期購入
費の一部を補助します。

 政策秘書課 地域未来戦略室　☎32-5037

対象期間 	 令和7年4月1日～令和8年3月31日
補 助 額 	 通学定期券購入費の半額（月額上限10,000円）
対 象 	 市内に住所を有し、県外の大学等に通学している方
	 （※学校教育法に定める大学院、大学、高等専門学校、専修学校および各種学校）
	 山梨県が提供する県内就職に資するメールマガジンへ登録した者
	 （毎月1回月末配信のため事前登録していただくと申請がスムーズです。）
	 （その他要件がありますので、ホームページをご確認いただくか下記までお問い合わせください。）
申請期日 	 6月30日（月）まで

市HP

有
料
広
告

	

甲
州
市
民

	

市
民
課 

市
民
協
働
推
進
担
当

☎
32
‐
５
０
６
８

予
約
不
要
・
無 

料

消
費
生
活
相
談

	

消
費
生
活
相
談
員
が
消
費
生
活
に
関
す

る
ト
ラ
ブ
ル（
電
話
詐
欺
や
架
空
請
求
、

ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
等
）の
相
談
に
応
じ
ま

す
。
お
困
り
の
方
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。
ま
た
、「
や
ま
な
し
県
央
連
携

中
枢
都
市
圏
」の
取
り
組
み
と
し
て
、市

内
在
住
の
方
も「
甲
府
市
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
」を
利
用
で
き
ま
す
。

	

甲
州
市
民
、山
梨
市
民

◎ 

甲
州
市
会
場

	

６
月
４
日（
水
）／
11
日（
水
）／

18
日（
水
）／
25
日（
水
）

	

市
役
所
本
庁
舎	

１
階

相
談
室（
市
民
課
内
）

◎ 

山
梨
市
会
場

	

６
月
３
日（
火
）／
10
日（
火
）／

17
日（
火
）／
24
日（
火
）

	

山
梨
市
役
所

◎ 

甲
府
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

	

月
～
金
曜
日
　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

（
水
曜
日
は
午
後
６
時
ま
で
）

	

甲
府
市
役
所	

本
庁
舎	

４
階

	

市
民
課 

市
民
協
働
推
進
担
当

☎
32
‐
５
０
６
８

 

山
梨
市 

商
工
労
政
課 

商
工
労
政
担
当

☎
22
‐
１
１
１
１

 

甲
府
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
５
‐
２
３
７
‐
５
３
０
９

要
予
約
・
無 

料

無
料
法
律
相
談

	

６
月
16
日（
月
）

	

午
後
１
時
30
分
～
５
時

	

市
役
所
本
庁
舎	

2
階	

第
１
会
議
室

	

甲
州
市
民

●	

定
員
　
７
名（
１
名
に
つ
き
30
分
以
内
）

※	

６
月
５
日（
木
）午
前
８
時
30
分
～
13
日

（
金
）ま
で
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

　	（
土・日
を
除
く
）

※	

ご
利
用
は
原
則
、年
度
内
１
回
限
り
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 

市
民
課 

市
民
協
働
推
進
担
当

☎
32
‐
５
０
６
８

要
予
約
・
無 

料

甲
府
年
金
事
務
所
出
張
相
談

	

年
金
請
求
手
続
き
、年
金
受
給
者
の
死
亡

に
関
す
る
手
続
き
、
年
金
加
入・
納
付
記

録
の
確
認
や
年
金
額
の
計
算
な
ど

	

６
月
26
日（
木
）

	

午
前
の
部
　
午
前
10
時
～
正
午

　	

午
後
の
部
　
午
後
１
時
～
４
時

※	

時
間
帯
指
定
の
予
約
制
で
す
。

	

山
梨
市
役
所

	

基
礎
年
金
番
号
が
確
認
で
き
る
も
の（
年

金
手
帳
、年
金
証
書
等
）お
よ
び
本
人
確

認
書
類（
運
転
免
許
証
等
）を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。
代
理
人
の
方
が
お
越
し
の
場

合
は
、委
任
状
と
代
理
人
の
本
人
確
認
書

類
が
必
要
で
す
。

 

甲
府
年
金
事
務
所

☎
０
５
５
‐
２
５
２
‐
１
４
３
１

予
約
不
要
・
無 

料

こ
ど
も
家
庭
相
談

	

こ
ど
も・子
育
て
全
般
や
、児
童
虐
待
防

止
等
、家
庭
に
関
す
る
様
々
な
困
り
ご
と

の
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
こ
ど
も
に

対
し
て
の
不
適
切
な
対
応
は
、こ
ど
も
の

身
体
の
成
長
や
脳
の
発
達
に
影
響
を
及

ぼ
し
ま
す
。「
虐
待
か
も
」と
思
っ
た
ら
、

こ
ど
も
を
救
う
た
め
に
連
絡
し
て
下
さ

い
。「
あ
な
た
」の
勇
気
が
こ
ど
も
を
守
る

大
き
な
一
歩
と
な
り
ま
す
。

	

随
時

※	

連
絡
者
の
情
報
は
守
ら
れ
ま
す
。
匿
名

で
の
連
絡
も
可
能
で
す
。

 

子
育
て
支
援
課
こ
ど
も
家
庭
相
談
担
当

☎
33
‐
２
２
０
３ 

32
‐
５
０
７
９

予
約
不
要
・
無 

料

合
同
相
談

	

身
近
な
相
談
窓
口
と
し
て
毎
月
開
催
し

て
い
ま
す
。
行
政
、人
権
、家
庭
の
こ
と

で
お
悩
み
の
方
は
、こ
の
機
会
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

	

６
月
13
日（
金
）

	

午
後
１
時
30
分
～
３
時

	

市
役
所
本
庁
舎	

２
階	

第
１
会
議
室

	

甲
州
市
民

 

市
民
課 

市
民
協
働
推
進
担
当

☎
32
‐
５
０
６
８

製
造
業
へ
の
就
職
者
の
奨
学
金
返
済
の

補
助
に
つ
い
て

	

山
梨
県
で
は
、県
内
の
機
械
電
子
産
業
の

企
業
に
就
職
す
る
方
に
対
し
、日
本
学
生

支
援
機
構
第
一
種
お
よ
び
第
二
種
奨
学

金
の
返
済
分
を
補
助
し
ま
す
。

●	

事
業
名
　
山
梨
県
も
の
づ
く
り
人
材
就

業
支
援
事
業

●	

補
助
金
額
　
日
本
学
生
支
援
機
構（
第
一

種・
第
二
種
）奨
学
金
被
貸
与
額
の
卒
業

前
２
年
分（
既
卒
者
は
卒
業
前
２
年
分
の

返
還
残
額
）

	

①
大
学
、大
学
院
な
ど
の
理
学
部・工
学

部（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
学
部
な
ど
を
含

む
）に
在
学
す
る
学
生

②
県
内
企
業
へ
就
職
希
望
で
、大
学
や
大

学
院
な
ど
の
理
学
部・
工
学
部（
こ
れ
ら

に
準
ず
る
学
部
な
ど
を
含
む
）を
卒
業
後

３
年
以
内
の
方
の
う
ち
、山
梨
県
外
の
企

業
に
就
業
し
て
い
る
方
又
は
山
梨
県
内

の
企
業
を
会
社
都
合
で
離
職
し
た
方

●	

定
員
　
令
和
７
年
度
末
卒
業
予
定
者
お

よ
び
既
卒
者
　
34
名

●	

申
込
期
限
　
８
月
29
日（
金
）

	

山
梨
県
働
く
人・働
き
方
支
援
課

☎
0
5
5
‐
2
2
3
‐
1
5
6
2

ご
存
じ
で
す
か

自
筆
遺
言
書
保
管
制
度

	

山
梨
県
内
で
は
、３
ヵ
所
の
法
務
局
で
あ

な
た
が
作
成
し
た
自
筆
遺
言
書
を
お
預

か
り
し
ま
す
。
法
務
局
に
預
け
る
こ
と

で
、遺
言
書
の
紛
失
、第
３
者
に
よ
る
破

棄
や
改
ざ
ん
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
大
切
な
財
産
や
あ
な
た
の
思
い

を
ご
家
族
へ
確
実
に
託
す
方
法
の
一
つ

と
し
て
、本
制
度
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

※	

保
管
手
続
き
に
は
予
約
が
必
要
で
す
。

	

甲
府
地
方
法
務
局
供
託
課

（
遺
言
書
保
管
室
）

☎
0
5
5
‐
2
5
2
‐
7
1
5
1

 

甲
府
地
方
法
務
局
鰍
沢
支
局（
総
務
係
）

☎
0
5
5
6
‐
22
‐
0
1
4
8

 

甲
府
地
方
法
務
局
大
月
支
局（
総
務
係
）

☎
0
5
5
4
‐
22
‐
0
7
9
9

相

　談

要
予
約

空
き
家
情
報
バ
ン
ク
個
別
相
談
会
を

開
催
し
ま
す

	

市
内
で
空
き
家
を
所
有
し
て
い
る
方
、今

後
空
き
家
に
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

方
で
甲
州
市
空
き
家
バ
ン
ク
を
利
用
し

て
空
き
家
の
活
用
、売
却
、処
分
を
検
討

さ
れ
て
い
る
方
に
ご
利
用
い
た
だ
き
た

い
相
談
会
で
す
。
市
の
担
当
者
と
不
動

産
の
専
門
家
が
対
応
し
ま
す
。

	

６
月
11
日（
水
）

	

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

	

市
役
所
本
庁
舎	

２
階	

第
２
会
議
室

	

市
内
で
空
き
家
を
所
有
し
て
い
る
方
、今

後
空
き
家
に
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

状
態
に
あ
る
家
屋
の
所
有
者
、
管
理
者
、

相
続
予
定
者
。（
業
者
は
除
く
）

●	

定
員
　
４
組（
先
着
順
）	

１
組
40
分
ま
で

※	

定
員
に
達
し
た
時
点
で
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

	

相
談
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
、納
税
通
知

書
、空
き
家
の
写
真・登
記
簿
、建
築
関
係

書
類
を
お
持
ち
い
た
だ
く
と
ス
ム
ー
ズ

に
進
み
ま
す
。

	

6
月
9
日（
月
）ま
で
に
電
話
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

	

政
策
秘
書
課 

地
域
未
来
推
進
担
当

☎
32
‐
５
０
３
７

予
約
不
要
・
無 

料

６
月
１
日
は「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

特
設
人
権
相
談
所
開
設

	

人
権
擁
護
委
員
が
、い
じ
め
、親
族
間
ト

ラ
ブ
ル
、差
別
、配
偶
者
か
ら
の
暴
力
、児

童
虐
待
、ス
ト
ー
カ
ー
な
ど
人
権
に
関
わ

る
相
談
に
応
じ
ま
す
。

※	

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

	

６
月
２
日（
月
）

	

午
前
10
時
～
午
後
３
時

	

市
役
所
本
庁
舎	

２
階	

第
1
会
議
室

	

甲
州
市
民

	

市
民
課 

市
民
協
働
推
進
担
当

☎
32
‐
５
５
８
３

予
約
不
要
・
無 

料

勝
沼・大
和
地
域
行
政
相
談

	

行
政
へ
の
つ
な
ぎ
役
と
し
て
、行
政
相
談

委
員
が
身
近
な
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

こ
の
機
会
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

	

６
月
20
日（
金
）

	

午
後
１
時
30
分
～
３
時

	

勝
沼
防
災
セ
ン
タ
ー	
2
階	
会
議
室
A

勝沼ぶどうの丘
臨時休館のお知らせ
　日頃より、勝沼ぶどうの丘をご利用いただ
き、誠にありがとうございます。
　この度、施設修繕に伴い臨時休館とさせて
いただきます。

〈休館施設、休館日〉
天空の湯、RVパーク
6月30日（月）～7月3日（木）
宿泊施設　6月29日（日）～7月3日（木）

 勝沼ぶどうの丘　☎44-2111

お
知
ら
せ

イ
ベ
ン
ト

講
座
・
教
室

講
座
・
教
室

：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ ：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ

I n f o r m a t i o nI n f o r m a t i o n

お
知
ら
せ

イ
ベ
ン
ト

相

　談

相

　談

市
外
局
番
は「
0
5
5
3
」

25 24令 和 7 年 6 月広報こうしゅう



ス
ト
リ
ー
ト
ピ
ア
ノ

ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
開
催

 

市
役
所
本
庁
舎
ロ
ビ
ー
の
ス
ト
リ
ー
ト

ピ
ア
ノ
を
使
用
し
て
、市
内
の
小
中
学
生

の
子
ど
も
た
ち
の
演
奏
会
を
２
日
間
行

い
ま
す
。
ご
自
由
に
ご
鑑
賞
い
た
だ
け

ま
す
。

 

６
月
24
日（
火
）午
後
４
時
～

塩
山
南
小
、
塩
山
北
小
、
玉
宮
小
、
松
里

小
、勝
沼
小
、祝
小
の
児
童

６
月
25
日（
水
）午
後
４
時
～

奥
野
田
小
、大
藤
小
、井
尻
小
、塩
山
中
、

松
里
中
、勝
沼
中
の
児
童・生
徒

 

生
涯
学
習
課
社
会
教
育
担
当

☎
32
‐
５
０
９
７

甘
草
屋
敷
＆
宮
光
園
の「
七
夕
飾
り
」

 

七
夕
の
日
に
合
わ
せ
て
、七
夕
飾
り
を
飾

り
ま
す
。
ご
来
場
の
際
に
は
、短
冊
に
お

願
い
ご
と
を
書
い
て
み
ま
せ
ん
か
。

● 

展
示
期
間 

６
月
25
日（
水
）～
７
月
７
日（
月
）

 

旧
高
野
家
住
宅（
甘
草
屋
敷
）

 

午
前
９
時
～
午
後
４
時
半

 

大
人
３
１
０
円
／
小
人・学
生
２
０
０
円

 

宮
光
園
　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
半

 

大
人
２
０
０
円
／
小
人・学
生
１
０
０
円

※ 

甘
草
屋
敷
お
よ
び
宮
光
園
は
火
曜
休
館

 

生
涯
学
習
課 

文
化
財
担
当

☎
32
‐
５
０
７
６

無 

料

さ
わ
や
か
講
演
会
を
開
催
し
ま
す

 

「
青
少
年
の
非
行・
被
害
防
止
全
国
強
調

月
間
」・「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
強
調

月
間
」に
あ
わ
せ
、青
少
年
健
全
育
成
へ

の
意
識
の
高
揚
と
、
犯
罪・
非
行
の
な
い

明
る
い
社
会
づ
く
り
を
目
指
し
て
講
演

会
を
開
催
し
ま
す
。

 

７
月
１
日（
火
）午
後
７
時
～
８
時
30
分

（
受
付
　
午
後
６
時
30
分
～
）

 

甲
州
市
民
文
化
会
館 

２
階 

大
会
議
室 

● 

演
題「
命
の
授
業
　
～
ド
リ
ー
夢
メ
ー

カ
ー
と
今
を
生
き
る
～
」

● 

講
師
　
元
中
学
校
体
育
教
師・

養
護
学
校
教
師
　
腰
塚
勇
人
氏

● 

定
員
　
１
２
０
名
　

 

山
梨
県
在
住
者
　

● 

主
催
　
青
少
年
育
成
甲
州
市
民
会
議

 

生
涯
学
習
課 

社
会
教
育
担
当

☎
32
‐
５
０
９
７

要
予
約

上
条
集
落
見
学
会
と

じ
ゃ
が
い
も
収
穫
体
験
会

 

上
条
集
落
見
学
会
と
、「
上
条
を
活
性
化

す
る
会
」に
よ
る
じ
ゃ
が
い
も
の
収
穫
体

験
会
、
上
条
産
の
新
鮮
野
菜・
果
物
の
販

売
を
行
い
ま
す
。
体
験
会
は
収
穫
し
た

じ
ゃ
が
い
も
の
お
土
産
付
き
で
す
。

 

７
月
５
日（
土
）※
雨
天
決
行

 

見
学
会
　
午
前
８
時
30
分
～
10
時
頃

 

体
験・販
売
会
　
午
前
９
時
～
11
時

※ 

収
穫
体
験
を
す
る
方
は
事
前
に
参
加
時

間
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

※ 

当
日
の
天
候
に
よ
り
収
穫
体
験
は
中
止

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

福
蔵
院
駐
車
場
　
※ 

見
学
会
は
無
料

収
穫
体
験
は
１
︐０
０
０
円
／
組

※ 

見
学
会
お
よ
び
収
穫
体
験
い
ず
れ
も
別

に
保
険
料
１
名
１
０
０
円

● 

収
穫
体
験
会
の
定
員
　
先
着
50
組

※ 

歩
き
や
す
く
汚
れ
て
も
よ
い
服
装
で
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

※ 

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

７
月
２
日（
水
）ま
で
に
電
話
ま
た
は

フ
ァ
ッ
ク
ス
で
、氏
名・住
所・電
話
番
号

を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

 

生
涯
学
習
課 

文
化
財
担
当

☎
32
‐
５
０
７
６
　

32
‐
5
1
7
2

要
予
約
・
無 

料

こ
ど
も
食
堂
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
開
催

 

こ
ど
も
食
堂
に
興
味
関
心
を
持
つ
方
や

団
体・
企
業
等
を
対
象
に
、
こ
ど
も
食
堂

の
意
義
や
活
動
事
例
を
共
有
し
、交
流
の

場
を
提
供
す
る
こ
と
で
新
た
な
こ
ど
も

食
堂
の
立
ち
上
げ
を
支
援
し
ま
す
。
こ

ど
も
食
堂
に
つ
い
て
、
活
動
事
例
紹
介
、

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
行
い
ま
す
。

 

６
月
24
日（
火
）

 

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

 

勝
沼
市
民
会
館 

２
階 

大
会
議
室

 

こ
ど
も
食
堂
に
興
味・
関
心
の
あ
る
方・

団
体
、
こ
ど
も
食
堂
を
運
営
し
た
い
方・

団
体
、
こ
ど
も
食
堂
を
支
援
し
た
い
方・

企
業・法
人
等

● 

定
員
　
30
名

● 

申
込
み
締
切
り
　
６
月
17
日（
火
）

 

甲
州
市
社
会
福
祉
協
議
会

☎
34
‐
８
１
９
５

要
予
約
・
無 

料

あ
ん
し
ん
相
談

 

閉
じ
こ
も
り
が
ち
に
な
っ
た
、
無
口
に

な
っ
た
、会
社
や
学
校
に
行
け
な
い
、家

族
関
係
や
友
人
関
係
が
う
ま
く
い
か
な

い
な
ど
、心
の
悩
み
や
不
安
を
中
心
と
し

た
相
談
に
応
じ
ま
す
。

 

午
前
９
時
～
午
後
４
時

 

来
所
を
基
本
と
し
ま
す
が
、ご
事
情
に
よ

り
訪
問
等
の
対
応
も
行
い
ま
す
。
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

 

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

● 

そ
の
他
　
保
健
師
、社
会
福
祉
士
、精
神

保
健
福
祉
士
が
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
に
よ

り
対
応
し
ま
す
。
ま
た
、必
要
と
判
断
さ

れ
た
場
合
に
は
精
神
科
医
師
の
対
応
も

可
能
で
す
。

※ 

精
神
科
等
の
医
療
機
関
の
紹
介
を
目
的

と
し
た
相
談
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

福
祉
総
合
支
援
課 

相
談
支
援
担
当

☎
32
‐
０
２
８
５
　

32
‐
５
０
７
９

要
予
約
・
無 

料

も
の
忘
れ
相
談

 

最
近
も
の
忘
れ
し
や
す
く
な
り
心
配
な

方
や
、気
に
な
る
症
状
が
出
て
き
た
家
族

へ
の
対
応
方
法
な
ど
、日
下
部
記
念
病
院

の
認
知
症
専
門
医
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

 

６
月
20
日（
金
）　

 

午
後
１
時
30
分
～
　

 

市
役
所
本
庁
舎 

 

６
月
17
日（
火
）ま
で
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

※ 

毎
月
第
３
金
曜
日
に
開
設
し
て
い
ま
す
。

 

介
護
支
援
課 

高
齢
者
支
援
担
当

☎
34
‐
５
４
３
４

障
害
者
差
別
に
関
す
る
相
談

 

「
こ
れ
っ
て
障
害
者
差
別
で
は
？
」「
障
害

者
の
方
に
ど
の
よ
う
な
配
慮
を
す
る
べ

き
か
？
」な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
専

門
の
相
談
員
を
配
置
し
て
お
り
、助
言
や

情
報
提
供
、関
係
者
間
の
調
整
な
ど
を
実

施
し
ま
す
。

 
福
祉
総
合
支
援
課 

相
談
支
援
担
当

☎
32
‐
０
２
８
５
　

32
‐
５
０
７
９

要
予
約

相
続
登
記
の
無
料
相
談
会

 

司
法
書
士
が
、
相
続
や
会
社
関
係
の
登

記
、土
地・建
物
の
名
義
変
更
、遺
言
、成

年
後
見
等
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

 

６
月
20
日（
金
）

 

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

 

街
の
駅
や
ま
な
し

※ 

相
談
時
間
は
１
組
に
つ
き
40
分
以
内

※ 

書
類
の
作
成
指
導
や
審
査
は
行
い
ま
せ

ん
。

※ 

初
め
て
の
ご
相
談
に
限
り
ま
す
。

 

山
梨
県
司
法
書
士
会

相
続
登
記
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
５
‐
２
５
３
‐
２
３
７
６

イ
ベ
ン
ト

要
予
約

甲
州
市
×
牧
之
原
市
観
光
交
流
事
業

「
サ
ー
フ
ィ
ン
体
験
」参
加
者
募
集

 

日
本
初
の
大
型
サ
ー
フ
ィ
ン
プ
ー
ル（
静

波
サ
ー
フ
ス
タ
ジ
ア
ム
）で
サ
ー
フ
ィ
ン

を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
未
経
験
者
も
イ

ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
指
導
を
受
け
な
が

ら
サ
ー
フ
ィ
ン
を
体
験
で
き
ま
す
。
他

に
も
大
河
ド
ラ
マ「
べ
ら
ぼ
う
」で
注
目

の
牧
之
原
市
資
料
館
の
田
沼
意
次
資
料

展
や
お
茶
工
場
を
見
学
し
ま
す
。

 

７
月
19
日（
土
）※
雨
天
決
行
　

 

午
前
5
時
30
分
～
午
後
８
時
予
定

● 

集
合・解
散
場
所

市
役
所
本
庁
舎
東
側
駐
車
場

 

市
内
在
住
の
小
学
校
3
年
生
～

大
学
生

● 

定
員
　
20
名（
先
着
順
）

 

５
︐０
０
０
円

 

L
o
G
o
フ
ォ
ー
ム

６
月
９
日（
月
）～
30
日（
月
）

 
水
着
、バ
ス
タ
オ
ル
、着
替
え
等

● 

主
催
　
甲
州
市
観
光
協
会

※ 

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

 

観
光
商
工
課 
企
画・交
流
担
当

☎
32
‐
１
０
０
０

要
申
込

甲
州
市
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
ク
ラ
ブ

参
加
者
募
集

〈
７
月
の
活
動
〉

シ
ャ
ワ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ・

ラ
フ
テ
ィ
ン
グ

 

７
月
19
日（
土
）

 

午
前
７
時
30
分
～
午
後
６
時

※ 

雨
天
決
行

● 

集
合・解
散
場
所

市
役
所
本
庁
舎
東
側
駐
車
場

● 

実
施
場
所
　

ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
ウ
ィ
ン
ズ

（
東
京
都
青
梅
市
）

※ 

バ
ス
に
乗
っ
て
実
施
場
所
ま
で
移
動
し

ま
す
。

 

市
内
在
住
の
小
学
校
４
年
生
～
６
年
生

※ 

定
員
16
名（
先
着
順
）

 

５
︐０
０
０
円

 

L
o
G
o
フ
ォ
ー
ム

６
月
２
日（
月
）～
29
日（
日
）

 
 

電
話
受
付

６
月
30
日（
月
）～
７
月
４
日（
金
）

午
前
９
時
～
午
後
５
時

 

水
着
、バ
ス
タ
オ
ル
、着
替
え
、飲
み
物
、

軽
食

　 （
必
要
に
応
じ
て
）メ
ガ
ネ
バ
ン
ド
、常
備

薬
※ 

状
況
に
よ
り
内
容
の
変
更
、ま
た
は
中
止

に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

 

生
涯
学
習
課 

社
会
教
育
担
当

☎
32
‐
５
０
９
７

申込はこちら

受付はこちら

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

相

　談

：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ ：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ

I n f o r m a t i o nI n f o r m a t i o n

イ
ベ
ン
ト

相

　談

講
座
・
教
室

講
座
・
教
室

イ
ベ
ン
ト

市
外
局
番
は「
0
5
5
3
」

27 26令 和 7 年 6 月広報こうしゅう



詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

要
予
約
・
無 

料

甲
州
市
ラ
ジ
オ
体
操
教
室
の
開
催

 

ラ
ジ
オ
体
操
は
誰
も
が
一
度
は
行
っ
た

こ
と
が
あ
る
日
本
な
ら
で
は
の
伝
統
あ

る
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
で
す
。「
い
つ
で
も
、ど

こ
で
も
、だ
れ
で
も
」と
手
軽
に
取
り
組

め
る
体
操
と
し
て
こ
れ
ま
で
長
く
愛
好

さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
ラ
ジ
オ
体
操
講
習
会
で
は
、ラ
ジ

オ
体
操
第
１
、第
２
、み
ん
な
の
体
操
の

ポ
イ
ン
ト
、テ
ク
ニ
ッ
ク
、注
意
点
な
ど

を
中
心
に
正
し
い
ラ
ジ
オ
体
操
の
仕
方

を
お
伝
え
し
ま
す
。

こ
の
機
会
に
、個
人
や
家
族
、い
つ
も
の

仲
間
で
声
を
か
け
合
い
、ラ
ジ
オ
体
操
の

正
し
い
動
き
を
学
ん
で
健
康
づ
く
り
を

始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

 

７
月
４
日（
金
）　

 

午
後
７
時
～

 

甲
州
市
塩
山
体
育
館 

ア
リ
ー
ナ

● 

講
師
　
山
梨
県
ラ
ジ
オ
体
操
連
盟

　 

会
長
　
岡
部
和
子
氏

 

運
動
で
き
る
服
装
、室
内
運
動
靴
、タ
オ

ル
、飲
み
物

 

６
月
３
日（
火
）午
前
９
時

～
27
日（
金
）午
後
５
時
の
間
に

氏
名
、
住
所
、
連
絡
先
、
年
齢
を
添
え
て

電
話
、フ
ァ
ッ
ク
ス
、メ
ー
ル
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。（
電
話
は
休
館
日
を
除

く
。）

 

甲
州
市
塩
山
体
育
館

☎
32
‐
５
０
９
８
　

32
‐
２
８
３
７

 s-gakushu@
city.koshu.lg.jp

要
申
込

市
民
教
養
講
座「
テ
ィ
ン・ホ
イ
ッ
ス
ル
」

 

テ
ィ
ン・ホ
イ
ッ
ス
ル
は
リ
コ
ー
ダ
ー
状

の
発
音
機
構
を
持
つ
縦
笛
で
、ア
イ
ル
ラ

ン
ド
等
の
伝
統
音
楽
や
、ケ
ル
ト
系
の
音

楽
を
ル
ー
ツ
に
し
た
ア
メ
リ
カ
民
謡
で

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
普
段
あ
ま
り
見

る
こ
と
の
な
い
楽
器
に
触
れ
て
み
ま
せ

ん
か
。

 

７
月
18
日（
金
）、８
月
22
日（
金
）、

　 

９
月
26
日（
金
）

 

午
後
６
時
45
分
～
８
時
15
分

（
午
後
６
時
30
分
受
付
開
始
）

 

７
月
、８
月
開
催

甲
州
市
民
文
化
会
館 

１
階 

音
楽
室

 

９
月
開
催
　

甲
州
市
民
文
化
会
館 

３
階 

第
２
研
修
室

 

２
，０
０
０
円（
テ
ィ
ン・ホ
イ
ッ
ス
ル
購

入
代
）　
※ 

持
参
の
場
合
、無
料

 

筆
記
用
具
、テ
ィ
ン・ホ
イ
ッ
ス
ル（
お
持

ち
の
方
）

● 

定
員
　
15
名（
先
着
順
）

 

市
内
在
住・在
勤・在
学
の
方

（
原
則
、３
回
全
て
に
参
加
で
き
る
方
）

● 

講
師
　
小
嶋
佑
樹
氏（
プ
ロ
の
ケ
ル
ト
奏

者
、手
回
し
オ
ル
ガ
ン
奏
者
）

 

６
月
９
日（
月
）午
前
９
時
～
７
月
14

日（
月
）午
後
５
時
の
間
に
、
L
o
G
o

フ
ォ
ー
ム（
24
時
間
受
付
）ま
た
は
お
電

話（
土・日・祝
日
を
除
く
午

前
９
時
～
午
後
５
時
）で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

講
座
の
様
子
は
撮
影
さ
せ

て
い
た
だ
き
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
掲

載
し
ま
す
。

 

生
涯
学
習
課 

社
会
教
育
担
当

☎
32
‐
５
０
９
７

要
予
約

謎
解
き
フ
ィ
ー
ル
ド
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー

 

地
域
住
民
と
の
交
流
を
目
的
に
、ふ
れ
あ

い
の
森
総
合
公
園
を
舞
台
に
実
施
し
ま

す
。
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
チ
ェ
ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
を
通
過
し
、
郷
土
教
育
に
関
わ

る
問
題
を
ク
リ
ア
し
な
が
ら
ゴ
ー
ル
を

目
指
し
ま
す
。
移
動
中
は
海
ゴ
ミ
ゼ
ロ

ウ
ィ
ー
ク
活
動
を
実
施
し
、地
域
貢
献
し

て
い
き
ま
す
。
昼
食
後
に
は
、ク
ラ
フ
ト

作
成
で「
ふ
わ
ふ
わ
ス
ラ
イ
ム
作
り
」を

行
い
ま
す
。

 

６
月
８
日（
日
）

 
午
前
９
時
45
分
～
午
後
３
時

 
塩
山
B
&
G
海
洋
セ
ン
タ
ー

 
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
、水
筒
、お
弁
当
、お
や

つ
、帽
子
、タ
オ
ル
、雨
具
服
装

※ 

活
動
中
、虫
に
刺
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、ス
カ
ー
ト
や
短
パ
ン
な
ど
は
お

控
え
く
だ
さ
い
。

 

３
，５
０
０
円
　

● 

定
員
　
50
名

 

年
長
児
～
小
学
生

 

塩
山
B
＆
G
海
洋
セ
ン
タ
ー

☎
32
‐
１
５
９
６

申
込
不
要
・
無 

料

こ
す
も
す
か
ん
ま
つ
り
を
開
催
し
ま
す

 

ど
な
た
で
も
気
軽
に
立
ち
寄
っ
て
楽
し

め
る
、地
域
の
交
流
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ニ
ス
ト・山
本
晶
子
さ
ん

に
よ
る
心
地
よ
い
マ
リ
ン
バ
演
奏
を
は

じ
め
、リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
体
験
や
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
、大
人
も
子
ど
も
も
楽

要
申
込
・
無 

料

市
民
教
養
講
座

「
ワ
イ
ン
の
郷
で
聴
く
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
」

 

甲
州
市
出
身
で
現
在
も
音
楽
関
連
の
執

筆
活
動
、講
師
等
を
さ
れ
て
い
る
矢
澤
孝

樹
さ
ん
を
お
迎
え
し
、果
樹
と
ワ
イ
ン
の

地・甲
州
市
に
ち
な
ん
で
ク
ラ
シ
ッ
ク
音

楽
の
歴
史
と
ワ
イ
ン
と
の
楽
し
い
関
係

を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
す
。

※ 

本
講
座
で
は
飲
食
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
ワ

イ
ン
の
飲
酒
を
含
む
）

 

７
月
26
日（
土
）

 

午
後
２
時
～
３
時
30
分

（
午
後
１
時
45
分
受
付
開
始
）

 

勝
沼
図
書
館
　
視
聴
覚
室

● 

定
員
　
50
名（
先
着
順
）　

 

筆
記
用
具

 

市
内
在
住・在
勤・在
学
の
方

※ 

中
学
生
以
下
の
参
加
は
保
護
者
同
伴

● 

講
師
　
矢
澤
孝
樹
さ
ん

ニ
ュ
ー
ロ
ン
製
菓（
株
）お
よ
び

（
株
）ア
ン
デ
代
表
取
締
役
社
長

 

６
月
９
日（
月
）午
前
９
時
～
７
月
22

日（
火
）午
後
５
時
の
間
に
、
L
o
G
o

フ
ォ
ー
ム（
24
時
間
受
付
）ま
た
は
お
電

話（
土・日・祝
日
を
除
く
午
前
９
時
～
午

後
５
時
）で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

講
座
の
様
子
は
撮
影
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
掲
載
し
ま
す
。

 

生
涯
学
習
課 

社
会
教
育
担
当

☎
32
‐
５
０
９
７

し
め
ま
す
。

ご
家
族
や
お
友
だ
ち
と
一
緒
に
是
非
お

越
し
く
だ
さ
い
。

 

６
月
21
日（
土
）

 

午
前
10
時
～
午
後
１
時

 

塩
山
ふ
れ
あ
い
館

 

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

こ
す
も
す・こ
ど
も
館

（
た
ん
ぽ
ぽ
こ
ど
も
園
内
）

☎
33
‐
８
８
８
０

講
座
・
教
室

要
申
込
・
無 

料

【
ス
マ
ホ
教
室
】基
礎
編

甲
州
市
高
齢
者
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

購
入
費
補
助
事
業
対
象
講
座

 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
基
本
的
な
操
作
方

法
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。

 

６
月
17
日（
火
）　

 

午
前
10
時
～
正
午

 

甲
州
市
民
文
化
会
館 

３
階 

第
２
研
修
室

● 

講
師
　
株
式
会
社
フ
ォ
ネ
ッ
ト
社
員

● 

定
員
　
８
名
程
度

 
お
持
ち
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

ス
マ
ホ
貸
出
あ
り（
お
持
ち
で
な
い
方
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
。）

 

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
15
分（
土・日・祝
日
を
除
く
）

 

総
務
課 

デ
ジ
タ
ル
推
進
担
当

☎
32
‐
２
１
１
１（
内
線
２
３
９
１
）

申
込
不
要
・
無 

料

オ
ン
ラ
イ
ン
講
座

◎ 

山
梨
学
講
座

「
山
梨
が
誇
る
第
１
次
産
業

～
水
産
と
畜
産
～
」

 

山
梨
県
は
そ
の
豊
か
で
独
特
な
地
形
や

綺
麗
な
水
か
ら
成
る
第
一
次
産
業
が
盛

ん
で
す
。
本
講
座
で
は
山
梨
県
の
水
産

業
や
畜
産
業
か
ら
山
梨
の
魅
力
を
再
発

見
し
て
い
き
ま
す
。

◎ 

第
１
回

「
山
梨
県
の
水
産
業
と
こ
れ
か
ら
」

 

６
月
12
日（
木
）

 

午
後
２
時
～
３
時
30
分

● 

講
師
　
青
柳
敏
裕
氏（
山
梨
県
水
産
技
術

セ
ン
タ
ー 

研
究
管
理
幹
）

◎ 

第
２
回

「
山
梨
県
の
畜
産
業
と
こ
れ
か
ら
」

 

７
月
11
日（
金
）

 

午
後
２
時
～
３
時
30
分

● 

講
師
　
田
中
幸
恵
氏（
公
益
社
団
法
人

山
梨
県
畜
産
協
会 

総
務・
経
営
安
定
課
　

係
長
）

古
屋
康
子
氏

（
公
益
社
団
法
人
山
梨
県
畜
産
協
会 

企

画・経
営
指
導
課 

主
任
）

◎ 

現
代
的
課
題
講
座

「
や
ま
な
し
の
２
０
４
０
年
問
題
を
考
え

る
」

 

山
梨
の
２
０
４
０
年
問
題
に
正
し
く
向

き
合
い
、わ
た
し
た
ち
の
山
梨
を
持
続
可

能
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
す
る
た
め
に
で

き
る
こ
と
は
何
か
を
考
え
ま
す
。

 

６
月
13
日（
金
）

 

午
後
２
時
～
３
時
30
分

● 

講
師
　
渡
邉
た
ま
緒
氏（
公
益
財
団
法
人

山
梨
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員
）

峡
東
地
域「
地
域
教
育
セ
ミ
ナ
ー
」

 

７
月
11
日（
金
）

 

午
後
３
時
～
５
時

 

笛
吹
市
ス
コ
レ
ー
セ
ン
タ
ー

● 

講
師
　
東
海
大
学
児
童
教
育
学
部
児
童

教
育
学
科 

准
教
授 

寳
來
生
志
子
氏

● 

演
題
　
み
ん
な
で
伴
走
し
、育
て
よ
う
！

山
梨
の
子
ど
も
た
ち
　

～
架
け
橋
期
の
教
育
を
考
え
る
～

 

峡
東
教
育
事
務
所 

地
域
教
育
担
当

☎
20
‐
２
７
３
１

 
甲
州
市
民
文
化
会
館 

３
階 

第
２
研
修
室

 

い
ず
れ
の
講
座
も
筆
記
用
具
を
ご
持
参

く
だ
さ
い
。

● 

定
員
　
い
ず
れ
の
講
座
も
30
名（
当
日
先
着
）

※ 

開
催
時
間
の
５
分
前
か
ら
当
会
場
に
お

け
る
質
問
方
法
の
説
明
を
行
い
ま
す
。

※ 

山
梨
県
生
涯
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー
が
開

催
す
る
講
座
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
中
継

し
、当
会
場
で
視
聴
し
ま
す
。

 

生
涯
学
習
課 

公
民
館
担
当

☎
32
‐
１
４
１
１

要
申
込
・
無 

料

体
幹
U
P
！「
ヨ
ガ
」講
座

 

ヨ
ガ
の
基
本
姿
勢
や
呼
吸
法
、瞑
想
な
ど

の
レ
ッ
ス
ン
を
体
験
し
ま
す
。

 

７
月
17
日（
木
）

 

午
前
10
時
～
11
時
30
分

 

甲
州
市
民
文
化
会
館 

２
階 

第
２
会
議
室

● 

定
員
　
10
名（
抽
選
制
）

 

市
内
在
住
、
在
勤
の
方（
小
学
３
年
生
以

下
の
方
は
保
護
者
同
伴
）

● 

講
師
　
高
木 

緑
氏（
Y
O
G
A
空
主
宰
）

 

飲
み
物
、フ
ェ
イ
ス
タ
オ
ル
、ヨ
ガ
マ
ッ

ト
、動
き
や
す
い
服
装

 

６
月
11
日（
水
）～
20
日（
金
）の
間
に

L
o
G
o
フ
ォ
ー
ム
、電
話
ま
た
は
市
民

文
化
会
館
窓
口
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

（
月
曜・
休
館
日
を
除
く
午

前
９
時
～
午
後
５
時
）

 

生
涯
学
習
課 

公
民
館
担
当

☎
32
‐
１
４
１
１

詳細はこちら

詳細はこちら

 甲州市教育委員会 教育支援センター 陽だまり教室　☎34-6065

開設日および開設時間　毎週月曜日～金曜日（祝日・振替休日・長期休業等除く） 午前9時～正午
開設場所　甲州市大和町初鹿野1693番地1　大和ふるさと会館2階

　さまざまな事情で学校に行けない、教室に入れない不登校児童生徒に学校復帰や社
会的自立に向けた教育相談や学習支援を行っています。
　子どもたちが安心して楽しく通い、仲間とふれあうことにより、自立心を養うため
の学びの場です。市内の学校に在籍し、不登校で悩んでいる小学校4年生、5年生およ
び6年生の児童並びに中学校の生徒を対象に教職経験のある支援員5名で対応してい
ます。教育相談および入室希望の方は、お問い合わせください。

【QRコード】

詳細はこちら

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

相

　談

相

　談

イ
ベ
ン
ト

：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ ：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ

I n f o r m a t i o nI n f o r m a t i o n

講
座
・
教
室

講
座
・
教
室

イ
ベ
ン
ト

市
外
局
番
は「
0
5
5
3
」
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か
き
す

け ホームページ https://www.lib-koshu.jp/

Y A M A N A S H I  P O L I C E

☎22-0110日下部警察署 INFORMATION

警察官採用のお知らせ
令和7年度山梨県警察官採用試験（秋季試験）
○警察官A（大学卒）
　採用予定人員　男性3名程度、女性2名程度
○警察官B（大学卒以外）
　採用予定人員　男性13名程度、女性5名程度
○受付期間
　7月22日（火）～8月22日（金）※電子申請のみ
○第1次試験日   9月21日（日）
○勤務開始日   令和8年4月1日

横断歩行者の保護
　車両の運転者には、「横断歩行者を保護する義
務」があります。車両の運転者は、横断歩道の手
前に横断歩行者がいないことを確実に確認でき
る場合を除いて、横断歩道の直前で停止できるよ
うな速度で進行しなくてはいけません。歩行者
が横断歩道を横断し、または横断しようとしてい
るときは、横断歩道の手前で一時停止しなくては
いけません。

 上下水道課 総務担当　☎32-5077（直通）

　市の水道事業は、市民の皆様の負担を考慮し、可能な限り水道料金の現状維持を続けてきました。
　しかしながら、人口減少等に伴い年々水道料金収入が減少しており、また、昨今の諸経費の高騰が、水道事業運営に大きな影響を
及ぼしております。経費削減に努めていますが、経営のシミュレーションを行ったところ、令和7年度に資金不足が見込まれること
から「甲州市水道ビジョン及び経営戦略」の見直しおよび適正な使用料について答申を受け、令和7年3月議会において甲州市水道
事業給水条例が改正されました。
　それに伴い、今後も安全安心な水道水を安定して供給し、水道事業を継続するため、水道料金を15年ぶりに改定（9月検針分から）
します。
　利用者の皆様には、今回の改定によりご負担をおかけすることとなりますが、ご理解いただきますようお願いします。

7月1日から水道料金が改定されます7月1日から水道料金が改定されます

種類 料金区分 改定前料金 改定後料金 差額
①基本料金 20㎥まで 2,420円 2,734円 314円
②超過料金
1㎥あたり

21㎥以上～50㎥ 176円 199円 23円
51㎥以上 198円 224円 26円

水道料金比較表 （2ヶ月につき：税込）※メーター使用料は含まれていません。

口径 13㎜ 20㎜ 25㎜ 30㎜ 40㎜ 50㎜ 75㎜
使用料 220円 550円 660円 1,100円 1,540円 5,500円 7,700円

③メーター使用料 （2ヶ月につき：税込）※今回改定はありません。

水道料金は、①基本料金②超過料金③メーター使用料の合計になります。　※下水道使用料の改定はありません。

　毎年、6月1日～7日の1週間は、「水道週間」となります。
　第67回目となる今年は『透き通る　誇れる水に　感謝する』のスローガンのもとに、全国一斉に水道に関する知識を深め、関心を
もっていただくための啓発活動やイベントなどが行われます。
　甲州市では、甲州市水道事業協力会員の協力のもと、市内各小中学校の水道施設無料点検を実施します。
　この機会に、水の大切さをあらためて考えてみましょう。

6月1日～7日は水道週間です！6月1日～7日は水道週間です！

 政策秘書課 地域未来戦略担当　
☎32-5037　  iju@city.koshu.yamanashi.jp

移住支援ポータルサイト
「甲州らいふ」

掲載事業者様大募集！
　甲州市の地域情報や魅力を発信している「甲州ら
いふ」に掲載させていただける市内の飲食店・宿泊
施設等を募集します。リンク掲載になりますので、
独自のHPやSNS等があり適宜更新されている事業
者様に限らせていただきます。
　市外からのお客様がご利用可能で市の魅力発信
に繋がるような業態であれば原則として業種は問
いません。また、掲載にかかる費用は無料です。
　掲載を希望される方は下記のメールアドレスに
リンク先のアドレスを貼付し、タイトルを「甲州ら
いふ掲載希望」としてご連絡ください。
　皆さまの事業のひとつひとつが地域
情報であり魅力になります。たくさん
のご応募お待ちしております。

詳細はこちら

塩
山
図
書
館 

☎
32
‐
１
５
０
５
／
勝
沼
図
書
館 

☎
44
‐
３
７
４
６
／
大
和
図
書
館 

☎
48
‐
２
９
２
１
／
甘
草
屋
敷
子
ど
も
図
書
館
／
☎
33
‐
５
９
２
６

お
問
い
合
わ
せ
先

日　時  6月14日（土）午後5時15分～
会　場  塩山図書館 閲覧席

紹介本のテーマ『フリー』※テーマは自由です
バトラー（発表者）が読んでもらいたいおすすめの
本を紹介します。バトラーは定員に達しました。
※観覧の申込みは必要ありません。時間までにお集まり

ください。
※当日の閲覧席の利用は準備のため午後4時45分までで

す。

塩山図書館

知的書評合戦ビブリオバトルIN塩山
日　時  6月14日(土)午後2時～
定　員  15名
会　場  勝沼図書館 視聴覚室

簡 単 なSDGsの 説 明 と 読
み聞かせを聞き、ワーク
ショップは素敵な襖紙を
使ってペーパーバックを
作ってみましょう！

勝沼図書館 SDGsおはなし＆ワークショップ

『ふすま紙 de ペーパーバック』

『武田家事変～歴史新聞より～』
日　時  6月末まで
会　場  大和ふるさと会館ロビー

武田家の歴史の中で起こった数々の出来事を、新聞
形式にして展示をします。信虎・信玄・勝頼の三代に
わたる歴史を知っていただこうと思います。

大和図書館

武田勝頼公図書展【開催中】

図書館では木曜日10時30分から乳幼児向けのおは
なし会を行っています。
第1木曜　絵本くらぶ ちびっこおはなし会

会　場  甘草屋敷子ども図書館
第2木曜　かるがもおはなし会

会　場  大和図書館
第3木曜　おはなしぷーさん

会　場  勝沼図書館
第4木曜　きしゃぽっぽ

会　場  塩山図書館
読み聞かせだけでなく、手遊びやわらべうた、パネル
シアターなども行います。お申込みは不要です。

図書館のおはなし会

　勝沼図書館は蔵書点検、館内整備作業のため上記の期間を休館とさせていただきます。ご理解ご協力をお願
いします。なお、塩山・大和・甘草屋敷子ども図書館はカレンダー通り開館しています。

勝沼図書館　蔵書点検による休館のお知らせ 期　間  6月2日（月）～13日（金）

期　間  7月27日（日）まで
時　間  午前9時30分～午後4時（火曜休館）

・海のクイズ
・人魚さがし
・海のおもちゃコーナー
・ぬりえ など

甘草屋敷子ども図書館 第82回企画展【開催中】

『うみの蔵 part2』

期　間  6月28日（土）～7月30日（水）
社会を明るくする運動甲州地区推進委員会の協力の
もとコラボ展示を行います。

勝沼図書館・塩山図書館×福祉総合支援課

館内展示『第75回 社会を明るくする運動』

勝沼図書館昨年の様子
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6
月
は
食
育
月
間

食
べ
る
っ
て
楽
し
い
ね

（
奥
野
田
保
育
所
）
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N
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※電話でお申し込みください。（土・日・祝日を除く午前8時30分～午後5時15分）

〒404-8501 山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1　☎0553-32-2111　℻0553-32-1818　ホームページアドレス／https://www.city.koshu.yamanashi.jp　メールアドレス／ info@city.koshu.yamanashi.jp
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担
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人口  28,873人（-19）  男  13,976人（-12）  女  14,897人（-7）  世帯数  13,081世帯（+4）2025.5.1現在 （　）内は前月比

広
報

誌
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マ

ー
ト
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タ
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レ

ッ
ト

で
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や
ま

な
し

森
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印
刷

紙
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印

刷
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有
林

か
ら

の
木

材
が

使
用

さ
れ

て
い

ま
す

。

人口と世帯

有
料
広
告

 甲州市教育委員会 生涯学習課 社会教育担当
☎32-5097　 32-5172

ks-seijin2026@city.koshu.yamanashi.jp

選ぶ、楽しさ。
昭和堂

創業99年昭和堂
☎
甲州市塩山下於曽 1541-1（塩山バイパス通り）

定休日　水曜
営業時間　10：00～19：00

P有

有
料
広
告

子どもから大人までど
なたでもOK! 記念に素
敵なスマイルを掲載し
てみませんか？

甲州市に
あふれる笑

スマイル

顔
大募集！

みんなの

スマイル
s m i l e *

お姉ちゃんだーいすき♥
これからも姉弟仲良くね(^-^)

（柚葉ちゃん・傑ちゃん（上井尻））

 政策秘書課　秘書・広聴広報担当　☎32-5063

申込みはこちら

有
料
広
告

有
料
広
告

有
料
広
告

令和8年
「甲州市2

はたち
0歳の出

たびだち
発」開催について

■日　時 令和8年1月11日（日）
■受　付 午後0時30分～
■開　式 午後1時30分～
■対象者 平成17年4月2日～平成18年4月1日生まれの方
 （2005年4月2日～2006年4月1日）
■会　場 甲州市民文化会館 ホール　甲州市塩山上塩後240
※現在市外に転出している方で、「甲州市20歳の出発」に出席したい方は、10月10日（金）ま

でに問い合わせ先までご連絡をお願いします。

令和8年
「甲州市2

はたち
0歳の出

たびだち
発」実行委員を募集します！

★★★20歳の思い出に★★★
　甲州市では、毎年、その年の対象者の中から実行委員を募集し、実行委
員が当日の運営を行っています。
　式典の運営（司会・二十歳の抱負発表など）を行ってみたい方は申し込
み先まで、電話、メールまたはインターネットにてご応募ください。
※メールの場合は、氏名、生年月日、住所、連絡先、出身中学校をご記入ください。

■募集人数 10名程度
■内　　容 実行委員顔合わせ、当日の流れ確認（前年度の映像）、各役割

の内容説明、役割の決定（実行委員長・副実行委員長など）、
BGMの選定、しおり作成など
※当日までに数回行う予定です。なお、1月10日（土）に前日リハーサルを

行います。
■募集期間 6月2日（月）～7月31日（木）


